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プラニメータを超えた精度と操作性

コンピュータとデジタイザーを一体化くエクスプラン〉

XmPLANBBO
座標計算式精密面積線長測定器
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X-PLANSSOはブラニメータやキルビメータ以上の働きをするばかりでなく、従

来の測量等の測図システム(コンピュータ＋デジタイザー)を、1個のツールとしてお

使いいただけるようにした全く新しいデバイスです。その操作性は従来のメカニズム

をはるかに凌ぎ、殊に多角形の測定では直線をたどることなしに各頂点を順次プロッ

トしていただくだけで済み、0.05mmの線分解能をもって微小線長、微小面積から長大

図面まで正確に測定できる画期的なエリアカーブメータです。

一く画期的な特長〉

■直線図形は頂点をポイントするだけで

迅速測定

■曲線図形も正確に計れる

■面積のほか、線長を同時測定

■縮尺単位を反映して自動計算

■線分解能:0.05mmの高性能

■コードレス、コンパクト設計

■偏心トレースレンズとダイヤモンドロ

ーラー採用
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論 壇

経済同友会報告書(『2,世紀に架ける緑のニ
ュー･スキームー日本の森林･林業の総合政策を求めて｣）

を読んで
はんだりょう

半田良
いち
＊

△
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はじめに

I

望ましい森林

づくり

*京都大学農学部教授

林業技術No.5191985

経済同友会が林政に対してこの種の提言を行ったのは，昭和46年の「21世

紀グリーンプランへの構え」（以下46提言と略称）以来14年ぶりのことであ

る。当時は高度経済成長の燗熟期で，森林に対する公益的機能の需要が高まる

一方で無秩序な林地開発や過度の伐採による森林破壊が進んでいた｡46提言は

このような事態への危機感から発したもので，それだけに時代を先取りする斬

新さがみなぎっていた。今回の提言(以下60提言と略称）は，近年の内外の激

しい環境変化によって山村地域の林業が存立を脅かされている事態にかんが

み，国土の適正利用と社会経済全休の均衡ある発展という構図の中で，改めて

長期的視野に基づく森林・林業政策の実現を求めたものである。

もっとも60提言は，46提言に比べて認識の基調は変わっていないというも

のの，論述の枠組みにかなりの差異が見られる｡46提言は，新しい林政の考

え方として公益的機能の増進に主眼を置き，一方では社会的対価を支出する必

要を指摘するとともに，他方では公益的機能と経済的機能を統一した森林経営

の大切さを説いた。また進んで，具体的に保安林制度の改革を提案し，林野行

政と国有林野事業の組織の再編に論及した。これに対して60提言は，林業の

自立を標膀し，その達成のために担い手たる林業経営の規模．性格に応じた政

策の重要性を強調し，さらに地域性への配慮を説いている。反面，具体的な制

度変革の提案は少なく，46提言に比べると穏当ではあるがやや迫力を欠く感

を免れない。

以下，提言の骨子と思われる3つの柱，すなわち①望ましい森林のあり方，

②木材のマーケティング対策と地域特性，③森林経営のタイプ別の対策，に絞

って，内容を簡単に紹介しながら若干のコメントを試みたい。

60提言によれば，これからの森林は増大する多様なニーズに応えうる活力

を貯えねばならない。森林は人間性の回復に貢献するかけがえのない自然環境

資源である一方，木材供給能力も落としてはならないo21世紀は，従来のよう

に木材採取を主とするフローの重視でなく，国民共通の財産として森林のスト

ックを重視すべき時代である。さらに，森林に対するニーズの多様化に伴って

ストックも質の多様性を求められるだろうから，現存する人工林の育て方や伐
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採の林齢・方法に幅をもたせて多様性を付・与することが重要である。一方天然
広葉樹林は自然の植生を生かした幅広い樹種構成の森林に育てるべきである。

なお，活力ある森林をつくりそれを人間にとって望ましい状態で維持するため
には，適切な手入れが必要だし，それを支える林業経営の確立が不可欠であ
る。

このような60提言の森林像に，筆者も基本的には同感である。ただ，木材
生産を目的とする森林にとって最も合理的な森林蓄積に比べると，公益的機能
を高度に発揮させるたあには，多くの場合，より高い水準の蓄積を擁すること

ｶｮ必要だろう。両者の間には大なり小なり不突合がある。これに対して今後
は,46提言のいうように，経済林であっても公益的機能がより増進するように

経営されることが望ましい。すなわち木材生産か公益的機能かでなく，木材生
産も公益的機能もでなければなるまい。

それにしても，現状を望ましい森林の姿へ誘導し定着させるには，社会的な
費用負担なしにはすませない。そしてこの費用負担が是認される契機はやは
り，公益的機能増進を願望する国民のコンセンサスであろう。46提言は，公益
的磯能の費用の社会的分担に言及し，補助金・金融・税制等，森林に対する各
種助成制度の拡充をはっきり主張していた。けれども60提言が望ましい森林
づくりに関して述べるのは，いわば林業の枠内での森林施業技術上の工夫にと
どまっており，それを誘発するために積極的に費用負担を訴える姿勢が後退し
た印象を受ける。

このような論調の変化は何に基づくのだろうか。その原因は，あるいは臨調
答申が掲げた財政緊縮の旗印への配慮かもしれない。とはいえ，「臨調路線」
そのものにも転換の兆しがみられる昨今，提言は，全国民経済の立場から長期
的かつ先導的な視点を失わず，「今後の森林のあり方」だけでなくその「つく
り方」まで踏み込んで具体策を示してほしかった。

なお46提言は森林に対する新しい社会的要請として，①自然の環境資源と
して，②水源の禰養保持のため，③人間性回復の場を提供するため，④国土の

防災のため，と4つの重点項目を列挙し，それに関連して，都市環境林・水資

源林・国土保全林・景観林・学術保全林から成る5種類の保安林を提案した。
これに対して60提言では｢多様岨という間接表現が多用されていることが印
象に残る。公益的機能に対する社会的要請が46提言当時よりもずっと複雑化
したことは確かだが，森林施業のあり方を具体化し国民の理解をえるために

は，やはり発揮すべき機能の種類内容を軽重に従って仕分けることが第一であ
ろう。近年とみに要請が高まりつつある「刷に対する都市住民のニーズの内

容も，このあたりで分析的に整頓しておく必要があるように思う。46提言は都

市環境林の設定・整備を特に急務としたが，聡」対策はまさにその延長線上
の課題であろう。各種の「緑」ニーズをふまえて，機能発揮のための線引きと
施業規制のあり方まで論及すべきではなかったか。

46提言は公益的機能の計量的評価の必要性に言及しているが，各種公益的
機能をまず定性的に認識し，ついで定量的に把握する姿勢は，国土の適正利用
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木材産業の再編

と地域特性

を追求するのに不可欠である。このような姿勢を保ったうえで「多様性」と表

現するのであれば納得できるが，分析的努力が伴わないと，「多様性」という

言葉が独り歩きして具体性を欠き情緒に流れることになりかねない。

林業技術No.5191985

翻って林業の産業としての確立を願う立場からみると，46提言がもの足りな

く思えた一つの理由は，山元からユーザーに至る木材の流れのうち，いわゆる

川下の諸問題の指摘がおざなりだったことにある。この点60提言では，文章

は短いけれども鋭い指摘がなされている。すなわち，消費者の立場からものを

考え売り方を工夫するという基本姿勢に立lllillして，生産すべき産物の種類の選

択に始まり，流通・加工の分野および住宅・紙パルプ産業を包括したマーケテ

ィング対策の確立を急務とする。そのために，新しい木材製品や木材加工技術

といったハード面の開発だけでなく，木造建築工法に対する信頼性の向上，建

築基準法の再検討，ユーザーにわかりやすい木材購入条件の整備，建築技能者

・工務店・流通業者の近代化・組織化など，関連業界の体質改善をも示唆して

いる。

国際商品たる木材の今後の動向を展望すると，わが国の林業はもはや山村地

域における森林経営や素材生産を合理化するだけではどうにもならず，各種の

木材産業や住宅産業を包括した再編を図らなければ，自立は困難ではなかろう

か。ことに外材や非木質材料との競争の激しい一般材とりわけ間伐材などは，

流通再編の成否こそ林業自立の鍵であろう。ただそのさい，流通再編の契機を

川上での林業の活性化に求めるのか，川下の木材産業対策に求めるのかは，重

要な政策課題である。

この点に関連して60提言は，地域の特性に照らして構造のあり方を探るこ

とを重視している。そして政策提言としても，地域における国有林と私有林の

一体性をふまえつつ，森林計画制度を抜本的に見直すことを要請し，できるだ

け各地域の計画を積み上げた結果を総合して全国森林計画を策定すべきだ，と

提案している。しかし「地域」をいかなる広さのものと考えているのかは，今

一つ明確でない。農林業では，自然的条件や社会的条件のちがいによって地域

を区分することが多いけれども，流通再編の地域区分がこれと異なる見地に立

脚すべきことは当然である。

流通再編について59年度林業白書は次のように論じている。

「丸太の生産・出荷及びこれに連なる育林活動においては，市町村単位な

いしは数市町村単位までの比較的限られた圏域を単位に，その具体化を図

っていくことが重要である。これに対して流通加工過程においては，その

集荷圏あるいは販売圏は，より広域な圏域を見込んでそこにおける施策の

方1句を考えていくことが重要な場合が少なくない｡」
ひら

今後外材や非木質材料との競争の中で国産材が活路を拓くための戦略は，品

質競争（非価格競争）とコスト競争（価格競争）との適当なコンビネーション
ようてい

が要諦である。木材の生産流通にかかわる個々の中小規模業者にとっては，独

自のアイディアを発揮してきめ細かい仕分けや加工を行い，競争者の追随を許
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さぬ特徴ある高品質財をつくる方向，すなわち品質競争に打って出ることによ

り，利潤をあげる可能性力童大きい。同様に個々の山村の側からみた産地形成や

地域振興の戦略として’品質競争は有効な手段と考えられる。けれども高品質

化の難しい一般材の産地も少なくないわけだし，巨視的にみればコスト競争こ

そ国産材時代を拓く基本戦略であろう。すなわち総体として流通費を節減する

ために，全国的視点から流通拠点・加工拠点の合理的な再編の構図を描くこと

が要請されるのである。

ところで60提言は’流通再編の起動力をどちらかといえば川上の山村側に

求め，品質競争能力をつけることを重視するように思われる。すなわち今後の

指針として，資源造成一辺倒でなく，地域の特性に照らして現存の森林に独創

的な利用価値を付加しその有効利用を図ることを，林業自立の鍵としている。

反面’量を重視し木材資源造成を指向する林業はもはや成り立たない，とも述

べている。確かに，山村の視点に立ち山村外部の木材市場構造を所与の前提と

して戦略をたてるのであれば，これらの指摘は妥当かもしれない。しかしそれ

だけではやや視野が狭すぎはしないかo60提言は，今後の林政は各種の政策と

一体化して展開すべきことを訴え，特に四全総など国土の総合利用開発政策に

十分に反映するよう説いているが，そのためには，既存の山村の立場を超え，

林業白書が述べるように広い地域圏の構想を提示すべきであろう。

そのような論述があれば60提言ははるかに強い迫力をもちえたことと思わ

れる。

60提言は，木材を使ったり森林を利用したりする消費者の側からものを考

え売り方を工夫するような，幅広い視野と意欲を有する林業経営の実現をめざ

す立場から，次のような担い手ビジョンを打ち出した。すなわちわが国の私有

林業は，①専業的な経営，②農業などを主業とする兼業林家，③単なる山林所

有者，という重層構造を形成しているから，それぞれの層ごとにきめ細かく対

応していくことが今後の最重要課題である。特に林業の産業的自立という視点

に立つと，先導的役割を担う意欲を持ちながら最も苦しい状態にある専業的経

営に対して，従来の林政は配慮が乏しかった。この屑に対しては相続税・法人

税などの税制の見直しが重要である。また兼業林家に対しては，協業の推進と

ともに，生産活動を肩替わりできる組織として森林組合の活性化を図らねばな

らないし，同時に農業や山村振興との施策の一体化が大切である。さらに林業

活動に直接従事しない多数の山林所有者に対しては，経営の受託代行などがで

きるような新しい受け皿を制度的に確立することが要望される。

森林経営の規模を尺度とした担い手論は，林業基本問題調査会答申をめぐり

30年代後半から40年代にかけて論議が行われたところである。当時は家族経

営的林業ないし自立林家が担い手に摺籠されたが,より大規模な経営を重視す
べしという反対論もあった。しかしその後の外部環境の変化の中でいわゆる

「分解基軸」が大幅に上昇した結果，自立林家の現代的形態は60提言にいう

事業的経営の大多数に相当するようになったと思われる。

5
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この種の経営は，家族労作型を典型とする在地の生産的中産階層で，規模は

50haを下限とし200～300haを上限とする程度であろう。拡大造林が一段落し

て以後，経営主は雇用者を抱えるにしてもごく少数にとどまり，意欲さえあれ

ば現場できめ細かく作業を指揮したり自ら実行したりできる。また販売面で

は，消費者の好みを反映した個別的注文に対処し，木材の形質を生かした手作

りの品の小口供給が得意で，これによって経営を集約化し収益を追求する。そ

のうえ特用林産物などにも関心が深い。その意味で林業技術の先導者でもあ

り，国土の高度利用の担い手でもあり，山村地域のリーダーでもある。

これに対して千1la規模の巨大経営になると，雇用者が多く職階制など管理

組織が整う一方，比較的単純な施業基準を採用し規格品を大量に供給する役割
を果たす。また山村地域内では，森林組合などの属地的協業組織が兼業林家や

単なる山林所有者の保有山林の施業を調整したり受託代行したりして，先導的

専業経営をバックアップし，量産化と産地形成を担わねばならない。

先導的専業経営は林業の前衛であるが，保有山林総面積や木材生産量の点で

支配的なウェイトをもつわけではない。彼らが開発した技術を消化し標準化し

てその時代の林業常識たらしめるとともに，それに基づいて必要な森林施業を

的確に実行するという後衛の役割もまた不可欠である。林業白書のいわゆる

「国産材時代への挑戦」にさいして，前衛は主に品質競争の方向で，後術は主

にコスト競争の方向で，需要開発を担うはずである。

階層間の選別を内容とする担い手論でなく，山村地域ないし国民経済の立場
からみた階層による機能分担を内容とした担い手論こそ，いま必要とされるの
ではなかろうか。

繰り返していえば，今後の森林・林業政策の要諦は，国民共通の財産である

森林の保全・改良を前面に掲げながら，そのもとで，一方では公益的機能発揮

に要する社会的費用の負担の様式の確立，他方では林業と木材産業との一体的

再編による産業的自立の達成，を指向することであろう。提言がめざす総合政

策の方向づけにさいしても，この二つの路線に即した考え方が大切と思う。

ともあれ,46提言の大部分がその後政策的実行に移されたように,60提言も

また将来の林政の指針に大きく影響するに相違ない。我々林業技術者は提言の

内容を真剣に受けとめ率直に意見を開陳して，正しいコンセンサスをつくりあ

げるよう努力せねばなるまい。＜完＞

林業技術No.5191985.6
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大槻一雄

火山地域における森林保全と治山事業
－第23回森林保全懇話会シンポジウムから－

’

Iはじめに

第23回森林保全シンポジウムが，去る4月5

日札幌市（北海道庁・別館）において，全国か

ら，治山に関する研究技術者約250名の参加のも

とに盛大に開催された。

今回は「火山地域における森林保全と治山事

業」をテーマに，わが国の代表的な火山荒廃地を

事例に取り上げ，火山地帯の特性と対策実施上の

諸問題を論議しようとの企画で実施されたもの

で，当日は，新谷融（北大)，品川正義（林野

庁）両氏の司会のもとに，桜島，富士山，男体

山，有珠山等の事例について話題提供が行われ，

引き続き質疑応答・意見交換が行われた。

以下にその概要を紹介する。なお，紙面の都合

で適宜省略している点をご了承いただきたい。

（文中敬称略）

Ⅱ話題提供

（1）桜島の荒廃の特色と治山

藤本定（熊本営林局）

1）桜島の荒廃の状況

降灰と火山ガスを伴う活発な火山活動が引き続

き，植生の衰退や降灰の堆積によって降雨の浸透

に異常が生じ，表層滑落，表面リル浸食，ガリー

渓流浸食等が異常な速さで進み急激に拡大してい

る。

2）事業の避本方針

一上部の特殊荒廃地（発生源）は，火山活動の状

況下では施工不能という前提条件のもとで，ア．

上流谷頭部における土石流発生を可能な限り防

止，イ．中流部の渓床と山脚部の浸食防止および

土石流の発生とエネルギーの軽減，ウ．崩壊山腹

を緑化し土砂生産を防止，を基本的な方針として

事業を計画し実行している。

3）問題点

ア．山頂から標高500m付近までの特殊荒廃地

は，安全上の問題から施工は極めて困難である

イ．ボラ（軽石）層が厚く基岩がないため，崩

壊の拡大が異常に激しい

ウ・土石流が短時間の降雨で発生しその頻度が

高い

エ・下流の流路が小さく，人家，畑等への氾濫

のおそれがある

（2）富士山北麓の荒廃現況と治山対策

青柳正勝（山梨県）

1）荒廃の現状

富士山北麓に大きな影響力を持つ吉田大沢は，

静岡県側の大沢と並ぶ代表的な浸食谷で，富士山
●●●●

のみに見られる雪代（ゆきしろ）という特異現象

の発生源である。

雪代は，凍結した氷雪層の亀裂．破砕面に融雪

水や暖雨水が流入し，大規模な氷雪塊なだれとな

って山腹崩壊を引き起こし土石流に発達していく

もので，吉田大沢流域に集中している。

2）治山対策

このような特異な荒廃形態に対応して，生産土

砂量，流出土砂量，許容土砂量から超過土砂量を

算出し，この有害土砂量に対する抑制土砂計画を

樹立して治山事業を計画し実行しているが，火山

堆積物（スコリア屑）で浸透度が高いため，降雨

強度が計画上の問題点である。

林業技術No.5191985,6
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伊藤重右ヱ門（北海道立林業試験場）

1）噴火による森林被害と対策について

噴火により被害を受けた森林の復旧対策として

は，航空実播工，低ダム群工法あるいは森林その

ものの復元（自然復旧と積極的な造成）等がある

が，有珠山およびその寄生火山である昭和新山，

渡島駒ケ岳の噴火跡地の森林復元を事例として検

討を行った。

2）森林復元の方法(植栽事例の検討結果から）

3）森林復元の問題点

計画の基本的な考え方は,源頭部(2,000m以上

の植生限界以上で治山対策は実施されていない)，

峡谷部（縦横浸食が進行し，森林荒廃と土砂堆積

が著しい)，扇状地(1,200m以下で，土砂流の

乱流により渓床浸食，林地荒廃を助長）の3つに

区分し，地形・地質特性に応じて工法，計画規

模，実施時期等を検討しつつ進めている。

（3）男体山の治山

竹田敏二，片浦康法（栃木県）

1）荒廃の現況
●

山体の表面は放射状の浸食谷，いわゆる薙（な

ぎ）が存在し，その規模・形態は多様であるが，

地質がぜい弱で凝集力が弱い，夏期の豪雨，冬期

の凍結・融解，風食作用等気象の変化が激しい，

などが崩壊の主因である。

地形的には不安定な様相を呈しているものの，

土砂の流出量は比較的小規模で，これは，薙の集

水面積が大きくないこと，地質的にも粗で透水性

の高い火山噴出物で構成されていることによると

考えられる。また，末端部が尻すぼみの薙もあ

り，これらは山麓中腹部で崩壊は消滅している。

薙の両岸の断崖部からは，毎年，降雨，凍上。

融雪によって火山砕屑物が落下･堆積し,これらの

部分には植生の侵入はほとんど見られていない。

2）事業の現況と問題点

事業は，県，営林局，建設省で施行されている

が，現在，薙の規模および各機関の進度に応じ

て，技術的に最も困難と思われる断崖部の処理に

ついて検討し着手しているところである。県で

は，ア．断崖法而の土砂の滑落・移動の抑止，

イ．水分補給，ウ．植物生産基盤の確保，等に留

意しながら59年度から種子吹付とわら伏工，金

網伏工を併用した工法により施工している。

山頂付近には，大規模な崩壊地が多く主な土砂

生産源であり，これらの復旧が最終目標でもある

が，技術的・物理的に施工上困難性があり，資材

搬入，現地の土石を利用した工法等を考える必要

がある。また，今後，渓岸防災樹林帯の造成につ

いても検討することにしている。

（4）北海道火山地域の森林復元

林業技術No.5191985.6
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扇状地 分散工・航空緑化工

火山地帯における森林復元のための技術的な問

題は多様である。例えば，一次遷移を早める手法

で導入した箇所力式修景的に論議されたり，草本に

よる積極的な面的被覆が木本導入の弊害となった

り，経済的な施工法検討の際には基礎工の採否が

重要な問題となる。それらの問題の中から最も重

要と思われる項目を掲げておきたい。

①森林復元の目的に合った方法による樹種の選

択

②緑化基礎工の効果的な施工方法

③自然回復力を利用した森林の造成方法

Ⅲ意見交換

亀之園（鹿児島県）：桜島については，工法的に

は直轄治山でやられている方法が，まず最適と思

っている｡

ただ，問題は下流の扇状地帯で，桜島の場合広

い場所もなく，直接，人家が接近しているため，

土砂は海岸に直接流出させる方法がとられている

が，今後は，土砂の処理は人為的に持ち出す以外

になくなってくると思う。したがって，流送地帯

の流路工が氾濫しないような，なんらかの工法を

対象地 木本導入方法 導入樹種



考えていく必要があるのではないか。

陶山（林業試験場）：①桜島では，源頭部は特

殊荒廃地で手が付けられないということで，流送

部分で速やかに海に流す工法がとられていると思

うが’これまでの間はそれでよかったけれども，

毎年，大小何十回という土石流が起こっているわ

けで，出てくる土砂を速やかに流す工事だけで果

たしていいのかどうか。②緑化がらみの話とし

て，新しい草とか樹木を導入するのも大事なこと

だが'今生き残っている樹未や草がどういうもの

かという点も大事である。というのは，有珠山で

も桜島でも降灰があり，林内の浸食がかなり激し

いわけで，これが降灰だけによるものかどうか

－その辺も非常に大事なことで議論の必要があ

ると思う。

新谷（司会）：土砂の処理の問題は，火山である

からこそ強く出てくるわけで，例えば，土砂生産

源の固定，流下方式，排土と，大きくは3つが考

えられているが，桜島以外ではどのようにされて

いるか。

青柳(山梨県）：富士山関係では，植生指数，比流

量，起伏比等を考慮して，それに見合う床固工，

谷止工を計画し，許容流砂量に近づけるような貯

め方をしている。

竹田（栃木県）：男体山の県営治山の現場は，下

に直接保全対象があるため，土砂を落とさないよ

うに土留工，谷止工を施工し，柵工等で法切りを

最少限度にして法面補正を行い，土砂はすべてそ

の崩壊地の中で処理する工法をとっている。ま

た，その後の崩壊・流出を防ぐ対策としてワラ伏

工を施工している。

男体山でいちばん困っているのは，やはり源頭

部で80～100mの断崖部があるがこれは非常に大

変だと思っている。

薙の断崖部については，高さ15m程度の谷止

工を入れて山脚を固定し，袖部を問詰工等で持ち

上げて法面を補正しワラ伏工をすると,12m程度

までは安定することがわかってきた。

山田（室蘭営林署）：羊蹄山の場合，荒廃発生源

（海抜800～900m)に手をつけることは，逆に

9

道路施工に伴う荒廃や2次災害のおそれがあるの

で，現実的に海抜600m代で分散工を施工し，灰

や土砂を遊ばしておくしかないと思う。有珠山の

ほうは源頭部の工事もある程度確立し，今後は外

輪の外壁をいかに抑えていくかということと，ど

のように木本を導入していくかが課題といえる。

宮下（北海道）：有珠山は観光地で非常に土地利

用が進んでおり，下流の緩傾斜地や地形的に土石

流の扇状地といえる部分は農地または旅館街であ

る。

火山性荒廃地の特色というか水路がほとんどな

く，北側（砂防）では水路を付ける考えで進めら

れたが，南側（治山）は，傾斜地から緩傾斜地へ

の変換点の部分に遊砂地を設け，水と土砂を分離

させる考え方を採った。爆発したばかりの火山性

荒廃地で，発生源に手を加えることは不可能に近

いため，流下部に谷止，床固工，上部は植生で抑

えるということで航空実播を実施した結果，大体

所期の目標とした状況になったといえる。

品川（司会）：火山性荒廃地は，桜島．富士山．

男体山等のように噴石があったり，高山地帯で施

工できないというように，それぞれ条件にもよる

が，やはり’施工できる限り源頭部も含めて植生

を導入してゆくことを基本におき，どうしてもで

きないものについて次善の策として，土石流なら

下部に害のないような流し方をするか，あるいは

下流で止めるということになるといえる。

高村（林業土木コンサル）：荒廃と災害の直結性

を見ても桜島と富士山と男体山は違うし，標高等

も相違がある。

したがって，火山性荒廃地といいながらそれぞ

れ立地特性や災害要件が必ず違っているので，そ

れらに応じたベターな工法を採ることが必要であ

る。特に男体山については，熔岩層をはさむ無職

質土壌に近い荒廃地については植生の復元が不可

能だろうという工学的判断も一部にあったなか

で，治山工事が斜面あるいは森林の再生・復元に

非常に効果があったという歴史的事実もある。

ただ，いちばん問題になるのは熔岩層をはさむ

斜面で，冬期の氷結によりブロックが破砕され融

林業技術No.5191985.6
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雪後に岩屑が崩落現象を起こすが，それに対する

根本的な対策がない限り完全な復旧は難しいと思

う。次善の策として下部に防止柵をつくる，ある

いは直接的な工学的方法もあろうが，気象的に見

てその工法の恒続性，永続的な効果が得られるか

どうかなど研究すべき課題である。

新谷：最近のホットな事例として，三宅烏，木曽

の御岳111について伺いたい。

高橋（東京都）：58年10月の噴火による降灰対

策としては，自在枠を5基ほど入れ，荒廃地の航

空実播を約401'a実施したが，平均気温が約20度

と暖かいので成績は良好で，緑化のほうは約3年

で完了できそうに考えている。

山口（東京大学）：長野県西部地震は，火山性山

地，それも中央山地で発生した直下型地震である

が，この直下型地震というのは非常に周期が短

く，しかも地渡動そのものが短い地震だといわれ

ており,M6.8となるとかなり大きいけれども，

構造物を大きく破壊するような状況のものではな

さそうだとの意見もある。

それらから考えて，安山岩等の岩の崩壊も1～

2カ所あるけれども，むしろ大きく崩壊したの

は，上に安山岩等がのっている火山灰の深く堆積

した地区という感じがする。そうなると地震動そ

のものがハードなものであった反面，やわらかい

堆積層が崩れた，いわゆるソフトな破壊が大きか

ったというのがひとつの特徴といえるようであ

る。現在，粉体流あるいは土石流ということで意

見が分かれており，特に，御岳崩れの流下状況は

結論が出るかどうか難しいが，私などの考えで

は，非常に土石流に近いものという解釈をしてい

るわけである。

この不安定土砂をどう処理するかというのが当

面の課題で，長野営林局はじめ長野県で緊急事業

が実施されているが，御岳の場合，下部に生活圏

があり桜島のように流下させることができかねる

わけで，したがって，原則的には現状のまま安定

させる工法をとる必要がある。しかし実情として

100％抑えることは不可能に近いので，できるだ

け現状で抑える方法で2次的・3次的な災害の防
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止を目標に，それと融雪期・梅雨期における淵･動

の問題を含めて，緊急的と長期的にこの2つの問

題のなかで渓流あるいは山腹の工事を進めていか

ねばならないという前提がある。

不安定土砂は，かなりの深さまで堆積している

ので，根から止めていくのは大変であり，水を自

然にしぼり出させながら段丘等を造り，安定させ

ていく方法がとられていくのではなかろうかと思

っている。〔同地震による崩壊と復|日事業につい

ては，渡辺氏（長野県）からの発言もあった｡〕

遠藤（新潟大学）：現象的な面では，論議を通じ

て火山地域の特徴が表わされたが，対策という点

では，北海道の降灰でpHがアルカリ性に変わっ

たという思考がなされたあたりひとつの特徴を示

していると思うが，渓流工事について工種その他

火山独特のものがあるのでないかという気がする

ので，その辺のところを考えていく必要があろ

う。

＜集約＞

梶山（日林協）：一般に火山性の崩壊地は，下部

に堆積地がありそこに保全対象があるということ

で，発生源と堆積地との間の距離が問題である。

それによって（保全対象の大きさも問題になる

が）対応の仕方が違ってくる。結局は堆積地を保

全するわけであるが，それに対して土砂が無制限

に出てくるというのが，やはり火山地帯の大きな

問題だと思う。また，その無制限な土砂に対する

対策のなかにも，土石流の問題と，横浸食・縦浸

食という物理的な動きをしながら第二の土石流に

なってくる状況目への対応などをこの距離のなかで

処理したり，あるいは扇状地をうまく活用しなが

らというようないろいろな問題があると思う。

火山性荒廃地は結局多くの崩壊危険地を持つよ

うなもので，それに立ち向かうにはやはり相当な

計画なり予算投資が必要である。それだけに火山

性荒廃地の治山対策については，現場にかかわる

我々治山技術者が，みんなで関心を持って検討し

あうことが重要で，本シンポジウムもその意味で

大いに意義があった。

（おおつきかずお・・林野庁治山課）
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『森と人間の刻上史｣放映余話

榊市民大学10砿

森と人間の文i上史
鼻巍堂

－講師に聞く｡番組製作襄話と視聴者の反応一

’

昨年10月から12月まで13週にわたり,NHK

教育テレビ・市民大学で｢森と人間の文化史｣が放

映されました。森林や林業の問題がテレビで取り

上げられるのはそんなに珍しいことではなくなっ

た昨今ではありますが,].3週連続で集中的に扱わ

れたことはかつてなかったことではないでしょう

か。この番組を一貫して担当されたのは，本誌で

もおなじみの信州大学理学部の只木良也教授（前

腿林水産省林業試験場)。この番組放映を知った

本誌編集部では，写真提供などの協力を行うとと

もに，本誌10月号に紹介記事を掲載して読者に

視聴を呼びかけたところでありますが,本号では，

同教授にこの放映の余話あるいは反響などについ

て，語っていただくこととしました。放送内容に

ついては，本誌昭和59年10月号（511号）23ペ

ージをご参照下さい。－編集部一

-10月からの放送のために準備はいつごろか

ら。

NHKから話力:あったのが4月はじめごろだっ

たでしょうか。局側と何度か打ち合わせを重ねな

がら13回分の構想を固め，6人のゲスト講師の方

方の了解を取りました。放送開始が10月3日と

はいえ，それより前にテキストが完成して書店に

並ばなくてはなりません。ということは，7月中

ごろには原稿が完成している必要があり，このほ

うでけつこう急がされ，ゲストの方々に相当無理

をきいてもらいました。表紙・口絵などの選択も

なかなか手間どりましたが，結局私の写真を使う

ことで落着。この間に，番組のタイトルバックの

撮影に付き合わされて，木曽赤沢まで出かけ，と

うとうそれに後姿で登場というはめになったり，

けつこういろいろと忙しい目をみました。そして

9月18日に第1回録画撮り。

－国際森林年を翌年にひかえて，という意図が

あったのでしょうか。

局側はそのことは全く知らなかったようで，番

組の中で私が言及してはじめてわかった，といっ

ておりました。NHKの中に生涯教育部というの

があって，ここで市民大学の番組を3カ月単位で

各5本を制作しているのですが，その中の一つと

して考えられたようです。拙著『森の文化史』

（講談社現代新譜）を土台として1本できない

か，という発想だったと聞いています。結果的に

今年のいろいろな国際森林年の計画の先取り，よ

くいえば予告編のようなかたちとなって，タイミ

ングとして良かったのではないかと思っていま

す。

－録画はどんなふうにして？

録画は東京へ出向いて行いました。はじめは，

何週分かをまとめて撮ってもらえたらと思ってい

ましたが,45分番組を1日に2本撮るのがやつと

とのことでした。テキストに沿って台本ができる

のが録画日のほんの2日ほど前，しかしこれはせ

りふが書いてあるわけではなく，講師語りの部分

はキーワード程度でほとんど空白。当日はあらか

じめ準備してもらった説明用パネルやテロップ・

写真・ビデオなどのチェック，打ち合わせ，カメ

ラリハーサル，本番，試写というスケジュールで

すから，食事や体けいも入れると，正午にNHK

林業技術No.5191985.6
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-－二二一二

100万人が見た『森と人間の文化史』。国民の森林・林業に対する関心は高まっている

入りしても2本が完成して「おつかれさま，乾杯」

となるのはいつも夜10時ごろという具合でした。

スタジオのセットは，森林の話だからと大奮発

して総ヒノキ造り，実はプリント。しかし画面で

はヒノキ造りに写っていました。これに北山林業

ほかもう1つの大パネル写真をあしらいました。

これも私の写真でしたがなかなか好評でした。

13回のうち1回は,市民大学としては初めてス

タジオを飛び出し，現地ロケで収録しました。第

9回「森の季節学」がそれなのですが，志賀高原

で，紅葉のシーズンに合わせて先行収録でした。

現地でのビデオ撮りというのは，まだなかなか大

変な仕事です。この時も中継車が出動し，ディレ

クターはじぬ十数人のスタッフで，天気の具合を

見ながら2日がかりと大仕事でしたが，やはり現

地ロケの強みで，美しい画面も撮れて，放映後大

好評をいただきました。

NHKという大組織の中は，つねに仕事が交錯

し，人々が入り乱れ，複雑怪奇な世界と思えまし

た。ディレクターの方にはいつも「狂気の集団」

だとか「こんな中で仕事ができるんだから,NH

Kの人はよほど頭のいい人ばかりらしい」とか悪

口をたたいておりました。しかし，私の番組の担

当の出野喬・鵜藤清両ディレクターは，今回の

番組に単なる仕事以上の興味を持ってあたってく

れました。鵜藤ディレクターは，とうとう日林協

に入会するほどでした。あの番組がまずまず成功

したのも両ディレクターのおかげと，ここで感謝

の意を表しておきたいと思います。そして助手役

林業技術No.5191985.6

をつとめてくれた湯浅志登美さんにも。

－一般視聴者からの反応は？

おかげさまで，一口にいって好評でした。何し

ろ教育テレビですから，そんなに高視聴率が期待

されるわけはないのですが，いつも視聴率は1％

を切っている市民大学講座が，今回は1％を上回

ったと聞いています。私が「1％では，苦労して

作ったわりには悲しいね」と申しましたら，「先

生，1％といえば，少ないようですが，100万人

ですよ」とのディレクターの答え。なるほどとあ

らためてテレビの威力に驚き入った次第でした。

放送時間帯が悪いという声もあったのですが，こ

の種の番組としてはかえって良かったのではない

かと思います。夜の再放送は22時45分から23

時30分，娯楽番組もほぼ終わった後で，強力裏

番組のスポーツニュースも，この時期プロ野球が

終了していたことが幸いしました。

ファンレターふうのものも含めて，ご意見やご

質問もどっさりといただきました。中年の奥様ク

ラスと，ご年配の男性からのものが多数を占めま

した。若い層からほとんど反応がなかったのは少

少残念でしたが，今年の大学受験の林学系志望者

に，この番組を見て，という人たちがあるという

話をちらほらと聞いています。

お便りの中には，あげ足取りのようなのもいく

つかありましたが，概してまじめなものばかりで

した。最近の緑ブームを反映してか，ムード論が

かなりあり，また，もっと自然の大切さ（いわゆ

る自然保護）を強調せよという指摘も多かったの



ですが，いままで緑というもの，森林というもの

をムード的にとらえていたが，その背後に歴史的

また現在的に複雑な問題が多数あることがわかっ

た，とするご意見が圧倒的に多く，それがわかっ

てもらえただけでも，この放送のやりがいがあっ

たと思っています。特に，山村と林業の問題につ

いては，単なる木を伐るなの論議では片づかない

ことが，ある程度理解されたようで，うれしく感

じました。

直接テレビを見ての反応だけでなく，この番組

を見たうえでの勉強会（スクーリング）が各地で

あったようで，これも森林と林業の理解をより深

めるのに役だったのではないかと思います。これ

はそれぞれの地域での,NHKや教育委員会等が

プロモートする研修グループで，私も地元の松本

市と長野市での会に月1回あて出席して，番組以

外の問題をお話したり，ディスカッションに加わ

ったりしました。各地域では，それぞれご近在の

先生方を講師としてわずらわせたようで，私が誹

師を紹介したのも何件かありました。それぞれの

先生方を全部は把握しておりませんが，ここでお

礼を申し上げておきたいと思います。

－専門的な意見や質問は。

もちろん，たくさんいただきました。2，3例

をあげて紹介しておきましょう。

北海道のYさんからは，原稲用紙10枚にわた

る長文のご意見でしたが，同氏は営林署の管理医
ぞうけい

をなさっている方で，さすがに森林問題にも造詣

深く，特に森林と魚属保謹の問題を森林の義分吸

収・流出といった循環論的立場から推論されてい

る部分には驚き入りました。森林の効用のなかで

野生烏獣という名の陰に隠れてしまいがちな魚類

保全の効用をもっと強調しては，というご指摘

で，これは番組最終回にふれさせていただきまし

た。和歌山県のOさんからは，励ましの言葉とと

もに，私の話の内容の一部を外材擁誰と誤解され

たらしく，ご自身の主張が書かれた別刷りを送っ

ていただきました。岐阜県のHさんからも，医学

者としての立場で書かれた植物と精神史について

の論文が送られて来ました。兵庫県のSさんは，

13

ふるさと再発見・村づくりのアピールを，また鹿

児島県のOさんから山林年金の発想を承りまし

た。

ほかにもいくつかありましたし，またゲストの

講師の方々にも何通かお便りが行ったようです。

いまひとつ，大阪府のMさんからちょうだいした

手紙には感激いたしました。同氏が私的に録画さ

れたこの番組のビデオを，内容に共感を覚えたか

ら，かねがね同氏力蛍ご尽力中の視覚障害者向けラ

イブラリーに寄付したい，とNHKと私に使用許

可を求められたものでした。もちろん，喜んで同

意いたしました。‐

一林業界からの反応はどうでしたか。

個人的には，もちろんたくさんの知己の方々か

らお励ましをいただいたのですが，官公庁，学協

会といった組織の，組織としての反応が私の知る

かぎりでは案外冷静だったのはちょっと残念でし

た。さすがに私の古巣の林業試験場は関係方面へ

番組放映の情報を流してくれましたし，日林協で

は会誌に公告していただきました。感謝の至りで

す。

また，全林野労組は放送開始時の機関紙に予告

公告してくれました。そして，最終回に国有林問

題にちょっとふれ，山に働く人々の心情の一端を

紹介したのですが，このときに同機関紙の投書欄

の一部を読ませていただくことの許可を求めたと

ころ，その許可とともに全国に連絡宣伝までして

くれたのでした。各地でビラが出ました。

－その他,こぼれ話もあったと聞いていますが。

卒業以来音信不通であった中学や高校時代の同

級生から，放送を見た，ということで何通か手紙

が来ました。なかには，画面を撮影して，確かに

見てるぞ，と言って来たのもありました。

林学の大先輩である故佐藤弥太郎先生のお嬢様

からの番組を見た由のお便りにはびっくりしまし

た。なんと彼女は私の小学校(正しくは国民学校）

の同級生であったのです。それ以来顔を合わせる

こともなかったものですから，そんなことは今日

の今日まで全く知りませんでした。早速記憶をた

林業技術No.5191985.6
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どって古い写真ネガから先生のお姿を取り出し，

焼き付けてお送りいたしました。

山梨県大菩薩嶺の近くの丸川峠で山小屋管理を

している只木さんという人から手紙が来ました。

登山客から同姓の只木という人が，このごろテレ

ビでやっているが親戚ですか，と尋ねられてびっ

くり，電気がないのでテレビはだめ，ラジオで声

だけ聞いた，とのこと。比較的珍しい只木姓をめ

ぐって，それからルーツ探しが始まった次第。結

局，いまのところは，近縁ではないらしいという

ことに落ち着きましたが，山小屋管理のかたわら

木彫りを手がけているという同氏からイチイ細工

が送られて来るとともに，実地に自然との接点に

位置している立場からの最近の緑ブームの感想な

ども聞かせていただきました。

－全体を通じてお感じになったことで，何か言

っておきたいことはありませんか。

林業界というのは昔から宣伝が下手だといわれ

ています。またその内部では，真剣なつっこんだ

論議がありながら，それがなかなか外へ出て行か

ず，コップの中の嵐で終始するきらいがありま

す。いまのマスメディア時代に，やはりこれを利

用しない法はありません。わずか1％の視聴率で

もこれだけの反応があったということは，テレビ

の怖さを知らされました。いま緑ブームであると

いう絶好の背景のあるとき，もっと積極的にマス

コミを使うことを考え，うわついた緑ブームを高

い位置で定着させるべきではないでしょうか。

ただし，チャンスは待っていてもそうはやって

来ません。緑・森林問題は大きな話題である潜在

力はありながら，マスコミとしてはとらえにくい

と思いますし，またマスコミはえてして都市型発

想です。これが世間の話題として緑問題が，我々

が考える以上にシェアーが狭い原因ではないかと

思うのです。森林・林業側がもっと職極的にマス

コミの中へ飛び込む必要があるのではないでしょ

うか。

マスコミ内部では勝手勝手な発想をします。同

じNHKの中でも部局の横の連絡はありません。

例えば今回の放送期間中にも，「21世紀は警告す

林業技術No.5191985.6

る」に私もコメンターとして出演させられ，一部

市民大学とダブル内容となりましたし，また第11

回の山村問題を扱うほんのわずか前に，同じ村を

対象とした林業と山村の問題（京大半田良一先生

ほかご出満）が放映された，といった具合です。

同じ内容が繰り返されることは結椛なことで，そ

れを否定するつもりはありませんが，マスコミ内

の会社間，部局間の問題も知って，どこへ取りつ

くかを考えることも作戦的に重要だと思います。

我々が思っている以上に，一般社会人は森林や

林業のことを知らない，これが実感です｡全国民，

それも都市集中化の全国民に，森林・林業をどう

理解させ，どうアピールしていくかは，本当に重

要な課題だと,いまさらながら,感じた次第です。

－最後に，番組ビデオテープの入手方法を教え

て下さい。

東京都渋谷区神南（〒150）のNHKの中に，

NHKサービスセンターというのがあって，そこ

のレンタル業務部では，この番組に限らずあらゆ

る放映のビデオを扱っています。ここへ申し込ま

れるといいでしょう。もちろん経費を必要としま

すが。

－どうもありがとうございました。

好評発売中

価値ある森林(やま)づくりをすすめるために／

枝打ち－基礎と応用一
口藤森隆郎著(鯉織蕊箪繍）
DA5判上製192頁

口定価2,800円（〒250）

長年月にわたり得られたデータをもとに枝打ち

の効果・技術・実際を体系だてて詳説。他の保育
技術との関係も重視した林業経営者のための枝打

ち読本一多くの示唆に富む本瞥は個々の“枝打
ち技術”伽立のための良きアドバイザー／

＜内容＞
I枝打ちの意味Ⅱ枝打ちに関する基礎
理論Ⅲ材の評価Ⅳ林業経営におけ

る枝打ちの理論Vスギ・ヒノキ以外の樹

種の枝打ち（カラマツ・アカエゾマツ・アカマ
ツ・有用広葉樹）

－発行日本林業技術協会



15

’ 川村嘉夫

海外の話題

中国r森林法』の公布と緑化運動

1．森林法と造林の推移

1984年10月は中華人民共和国の建国35周年

に当たり，これを前にして暢鐘林業部長が林業建

設の歴史を回顧しているが，これによると，35年

来の人工林保存面積は2,800万haに及び，「四秀」

（住宅，村落，道路，河川の周り）植樹は72億

本に達した。この間に4,000余の国営林場，17．5

万余の集団（合作）林場をそれぞれ設立し，その

経営面積は6,200余万haにわたっている。そして

森林面積率は，建国時の8.6％から12％に増大し

たという(注')。

この年の9月には「中華人民共和国森林法」が

公布され，翌1985年1月から施行されることに

なった。これは，1979年2月に試行法が出てか

ら5年余を経て正式採択をみたものであるが，次

のように7章42条からなっている。第1章総則

(10条)，第2章森林経営管理（5条)，第3章森

林保謹（6条)，第4章植樹造林（3条)，第5章

森林伐採（9条)，第6章法律責任（6条)，第7

章付則（3条）（注2)。

総則によれば，中国の林業建設は「営林を基礎

とし，広く森林を保護し，造林に力を入れ，伐採

と育林を結合し，永続的に利用するという方針を

実行する」（第5条）とし，森林資源に対する保

誠措置として畷定量伐採を行い，植樹造林，封

山育林を奨励し，森林被覆面積を拡大する」こ

と，「集団および個人の造林・育林に対して経済

的支援あるいは長期融資を行う」（第6条）こと

などを挙げている。そして「植樹造林，森林保護

は，公民のつくすべき義務である」（第9条）と

うた

認っている。

中国の森林資源は，広大な国土と膨大な人口に

比してきわめて貧弱である｡1976年の数値では森

林面稜18億2,790万ムー（1億2,186万1la,1

ムーは6.7a),国土の12.7%を占めるにすぎず，

森林蓄穣量は95億3,227万m3(1人当たり10m3

弱）である。しかも地域分布は，東北地区の大・

小興安嶺と長白山一帯（黒龍江，内蒙古，吉林)，

および西南地区の高山地帯（四川，雲南）など僻
りょう

遠の地に偏在しており，その他の地域は蓼々たる

ものである。このため生態環境は悪く，自然災害

が年々発生して農業生産は大きな制約を受け，経

済建設に伴う膨大な木材需要もみたしえない状況

にある。

したがって中国の林業建設の中心は，何よりも

植樹造林連動を大々的に展開することにあるだろ

う◎その目標は，1979年の試行法では具体的に

挙げられながら，正式採択時には削除されてい

る。1984年3月の「祖国緑化運動の着実な展開

に関する指示」でみると，「今世紀末までに，全

力を挙げて全国の森林面積率を現在の12％から

20％に引き上げる。植草面積を5億ムー達成し

て，退化・砂漠化した草地をしだいに回復し改良

する。都市の緑化は，都市建設と協調して発展さ

せ，緑化できるところはすべて緑化する」として

いる。こうして満11歳に達した中国の公民はひ

としく植樹の義務を負い，毎年3月12日の植樹

記念日を中心に，国家指導者も先頭に立って全国

的に造林運動を繰り広げている。

35年来の各年の造林面積は，表･1のとおりで

糾集技術No5191985.6
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500万haの規模で実施されている。しかし1950~

78年をとってみると，造林累計面積は9,133万ha

（表と一致しない）に達するものの，実際の成林

面積は約30％の2,800万haにとどまっている。

厳しい自然条件と粗雑な管理によるものであろ

う。

なお造林計画は，国土が広大で，気候・地形の

違いも著しく，森林に対する需要も異なるため，

それぞれ地方の状況に応じて策定される。1980年

3月の「植樹造林の強力な展開に関する指示」か

ら，全国レベルの重点項目として挙げているのを

みると，次のとおりである。

（1）「三北」地域における防護林体系の形成

（後述）

（2）華北・中原・東北各地区における「四労」

緑化と「農田林網化」（圃場の周りに早成の

泡桐などを植林する）

（3）北方と南方における早成用材林基地（北は

主にポプラ，南は杉)，および特用林基地(主

に木本油料植物）の形成

（4）東北，西南地区国有林の跡地更新

また最近の動向として，林業の「三定」工作に

ふれておかなくてはならない。これは農業におい

て人民公社が解体し，生産責任制（家族経営）が

成立したのに対応するもので，山・林所有権の安
● ●

定,「自留山」の画定，および林業生産責任制の確

定を指している。すなわち荒蕪した山地や砂地の

緑化を促進するため，その一部を「自留山」とし

て各農家に配分し，残余は｢責任山｣として各腱家

あるいはグループに植林を請負わせるのである。

期間は30年，50年としてよく，請負権は相続，

譲渡が可能である。1983年末までに2億5,000万

ムーが自留山として5,000万の農家に配分され，

また林業を専門とする「専業戸」や協同経営体が

多数できたという。

2．壮大な「三北防謹林」（緑の長城）計画

この計画は1978年5月の国家林業総局会議で

策定をみ，同年11月に国の重点建設項目として

承認された。「三北」とは西北，華北（北部)，東

北（東部）の広大な地域を指し，国土の約4分の

表･1造林面積
（単位：万ha)

造 林面秋
跡地更新面載年度

うち用材林合計

'949

1950

1951

1952

4．5

12．6

45.1

108.5

４
７
０

●
Ｃ
●

１
７
印 2－3

'953

1954

1955

1956

1957

７
９
９
４
６

●
■
◆
●
■

１
３
３
９
５

111．3

116．6

171．1

572，3

435．5

44．7

63．6

94.7

245.4

173.5

１
０
４
．
６
６

◆
ひ
●
●
凸

９
６
８
５
０

３
５
４
１
１

'958

1959

1960

1961

1962

９
の
Ｏ
力
４
．
１
９

号
０
●
●
●
●
●

○
嫁
６
５
６
△
令
４
．
９

０
４
４
６
１
４
今
１

６
７
５
８
４
↑
１
１

９
リ

ー
１
く
く

251.8

224.6

195.9

71．7

60．6

３
６
９

ａ
Ｑ
ａ

１
つ
】
２

1963

1964

1965

153．0

291．1

342.6

68．9

139．2

172．7

'966

1967

1968

1969

1970

238.9

223.2

198.8

209.7

246.1

１
３
０
３
５

。
■
の
●
■

錘
釦
璽
墾
錘

３
４
３
９
４

甲
■
申
申
●

３
０
１
７
８

５
９
４
４
今
８

４
３
３
３
３

８
９
７
２
２

●
。
●
●
●

０
１
５
６
２

３
３
３
３
４

1971

1”2

1973

1974

1975

31乳3

343.7
369.7

377.9

365.1

５
６
３
２
４

■
●
■
●
血

宰
銅
殆
”
”

４
４
４
５
４

'976

1977

1978

1”9

1980

６
３
６
９
２

●
各
●
●
●

ワ
』
ロ
ゲ
Ｑ
プ
ロ
〕
↑
Ｃ

Ｑ
グ
ケ
ニ
４
．
４
今
５

４
凸
４
今
４
．
４
４
’

354.5

330.9

313.0

293.1

292.7

１
６
８
９
２

■
Ｇ
●
ｄ
七

２
１
５
０
２

４
４
且
口
４
４

1981

1982

1983

Ｏ
６
４

Ｇ
ｃ
●

１
９
２

４
今
４
今
３

．
《
４
６

253.1

263.1
380.5

３
０
９

●
ｃ
ｃ

４
４
△
０

４
４
５

(出所)1949年は『中国賎業年鑑1982｣,1950～51年とカ

ッコ内は『偉大的十年』1959年，その他は『中国

統計年鑑1984｣p.156

ある。1950年代後半から協同組合化，人民公社

化とともに「集団造林を主とし，国営造林も進

め，同時に公社員個人の植林も奨励する方針」で

大規棋な造林運動が展開される。だが1958,59年

の数値は誇大で，のちに訂正された。またやみく

もに植林しても管理が-|-分でなく，活着率は低か

っただろう。1960年代に入ると自然災害や人民

公社の後退で造林は停滞するが，調整期を経た後

半には再び盛んとなり，1970年代には年々450～

林業技術No.5191985.6



1を占め，11の省・自治区，324の県（旗）が

含まれる。人口は約1億5,000万人，1億余ムー

（667余万1,a)の農地，数億ムーの草牧場を有す

るが，地域の半分は砂漠で,5,000kmにわたる

風砂線が形成されている。森林分布はきわめて少

なく，面積率はわずか2.1％，きびしい風害と砂

害を受けている。黄河上・中流域の黄土高原では

土砂流失がはげしく(1km2当たり3,000トン以

上)，毎年黄河に流入する泥砂16億トンのうち，

70～80％がこの地域から出るという。このため

農業生産は不安定で立ち遅れ，農民は「四料」

（燃料，飼料，肥料，木料く木材>）にことかき，

他より貧困な状況にある。

第1期計画（1978～85年）によると，次のよ

うに新彊から黒龍江まで7,100余kmにわたる

「緑の万里の長城」を築き，合計8,000万ムー

（533万ha)もの防護林体系を形成しようとする

もので，壮大な自然改造計画といわなくてはなら

ない(注3)。

（1）固砂防風林…･……･…･68.7万ha

（2）草牧場防護林……･…･･16.8〃

（3）農地防謹林．．……･……61.5〃

（4）水・土壊保全林…･･･326.7〃

（5）四労植樹（居住地周辺の個人植林）

こうして建設当初には，各省では相ついで専門

会議がもたれ，省レベルの防護林計画が，策定さ

れるとともに林業機構が整備され，8,100余人の

専業隊も組織された。だが「緑の長城」計画は所

17

定の期間に達成できるだろ

うか｡1983年の不完全な統

計によれば，6年間の造林

保存面積は6,000万ムー

（400万畑）を越えたとい

うが(注4)，果たしてそう

か。この地域は，何よりも

自然条件がきびしいうえ

に，人口も少なく(1km2

当たり40～50人)，機械化

も立ち遅れている。解放軍

や共青団による労働力動員

も制約があろう。問題なのは，大防護林の造成が

叫ばれる一方，「三北」地域でも著しく自然破壊

が進んでいることだ。例えば新彊ウイグル自治区

では,30年来の森林破壊面積が430余万ムーにも

及んだのに，同期間の造林保存面積は215万ムー

である。また内蒙古自治区の伊克昭，昭烏達，哲

里木では，建国以来の造林面積が1,700万ムーに

達したものの，乱伐による砂漠化面積は5,000

万ムーにも拡大している。主因は燃料の薪炭不足
さい

である。これでは饗の河原だ。1984年2月には

第2期計画（1986～90年）工作会議が開かれて

いるが，最近はあまり計画の進展を伝える消息を

聞かない。

3．止まらぬ森林資源の破壊

筆者は1979年に四川省，1982年に雲南省をそ

れぞれ訪問し，いわゆる西南高山林区をかいま見

る機会に恵まれた。しかし長江上流の水は，工場

廃水だけでなく，各地から流入する土砂によって

汚濁されており，また秘境シーサンパンナへ向か

う機上から見た雲南の山々は，所々一面に皆伐さ

れて，まるで火傷で皮がむけたように紅壌土が露

出していた｡このことをいぶかしく思ったのだが，

果たせるかな中国の新聞紙上にも，長江上流域で

林地の開墾と森林の乱伐が進み，このまま放置す

れば「長江は第2の黄河となる危険があり｣(注5)，

そればかりか西南一帯に華北・西北のようなはげ

山が再現することになる，とする警告が掲載され

た。こうして1980年から各地の森林破壊を伝え

林業技術No.5191985.6
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る報道が相つぐが，その主なものを紹介しよう。

パンダで有名な四川省の阿唄自治州には，豊穣

な四川盆地を庇護する森林が広がっていたが，こ

の10余年間に森林面積率は実に68％も減少し，

わずか,3.’％にすぎなくなった。隣接する他の

自治州も同様で，このため気候が悪化し，ひでり

が多くなった。河川の水量が乾期には極端に減少

するが，雨期には以前の数倍にも増え，土砂流失

が激しくなる。1981年夏には大水害が発生し,

長江下流で建設中であった葛洲填ダムが危機にひ

んした。

雲南省の場合，1963～75年の間に蓄稜量が1．4

億m8,13%も減少した。最近は年成長量1,400

万m8に対し年消費量2,700万InSで，毎年1,300

万In8の純減となる。その主因は,(1)薪炭用の

乱伐，（2）森林火災と病虫害，（3）林区の開墾で

あり，薪の年間消費は約1,700万nl8,これだけ

で年成長量を上回る。同省でも特に破壊の著しい

のは，わが国でも秘境で知られるシーサンパンナ

で,1949年に森林面積2,000万ムー(被覆率69．4

％，以下同じ）を有していたのが，1960年1,920

万ムー(66.7％),1974年1,664万ムー（57.8％)’

1980年864万ムー（30％）と，最近になるほど

加速度を加えて激減している(注6)｡四川，雲南の

両省とも毎年の森林資源の損耗はほぼ年成長戯の

2倍に当たり，これでは'0年前後で全部枯渇す

ることになると憂慮されている。

以上のような状況は，北方の国有林区の黒龍江

と内蒙古（最大の林区）でも，南方の集団所有林

区（人民公社経営）の多い福建，湖南，貴州，安

徽，広東等においても，例外なく進行しているよ

うだ。海南島では，熱帯天然林の被覆率が30年

で25％から7.2％に減少している。

乱伐，過伐にとどまらない。森林管理がないが

しろにされ，森林火災や病虫害の発生も蝋くほど

広がっている。また違法な木材の加工・取引・投

機活動が各地で行われ，さらには幹部を先頭にし

て集団による国有林の盗伐，森林保謹要員に対す

る殴打・殺傷事件さえ頻発している。

なぜこうした深刻な森林破壊が生じることにな

林業技術No.5191985.6

ったのか。建国以来数度にわたる破壊は，いずれ

も農業の所有制や体制の変革時に生じたとしてい

るが，そうであれば原因は，1978年12月の中共

中央委員会第3回総会以降の農業緩和策に求めな

ければならない。地方政府や企業，人民公社。生

産隊の権限が拡大したのはよいが，地方財政や農

村収入を手っ取り早く増加させる手段として森林

伐採が図られた。人民公社の解体，家族経営の成

立に伴って，集団による植樹造林，森林管理は弱

まった（造林は1983年から増大)。また「自留

山」あるいは「責任山」として，一定の荒山を各

農家に請負わせ植林を進めようとしていること

も，かえって乱伐を助長しているのではないか。

いずれにしても農村のエネルギー問題は深刻で，

作物の茎桿の多くを燃料にしているが，薪炭用の

乱伐はさけられまい。

以上の森林破壊に対して，1979年1月には「森

林保護と乱伐制止に関する布告」カミ出され，翌

1980年12月1日には「重点林区に林業の公安・

検察。法院機構を設置する通達｣，ついで12月5

日には「森林乱伐の断固制止に関する緊急通達」

がそれぞれ発せられている。しかし破壊の波はい

っこうに静まらず，1982年10月には再び「森林

乱伐の制止に関する緊急指示」が出された。それ

でも破壊は進行しているようである。1984年1

月に，上の「緊急指示」後の執行状況に関する中

央規律委員会の談話が発表されているが(注7)，こ

れによると全国で13万余の森林破壊の案件を処

理し，1,800余人を処刑，2,400余人を党と行政

の規律処分に付し，大衆的な破壊の風潮はおさま

ったが，最近には再びこの悪風が発生している，

と述べている。

（かわむらよしお・アジア経済研究所主任研究員）

注1：『農村工作通訊.11984年第9期

注2：中国の森林法および林業関係法例は，『中国農業政策

の主要決定・法例築』エ,Ⅱ,日中経済協会，1984,85年

を参照

注3:I笥人民日報』1978年11月20日,1980年4月1日等

注4：『中国林業』1984年第5期

注5：『光明日報』1979年7月31日

注6：『農業経済問題』1980年第11期

注7：『人民日報』1984年1月7日
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パラグアイ国

ミランダ女史からのメッセージ
パラグアイ国大統領府・経済協力委員会理事兼秘書室長ミランダ
女史から，今回の来日に際して次のようなメッセージが贈られまし
たので，本誌に掲載いたします。

ミランダ女史(Srta,AGUSTINAMIRANDAGONZALES)
は，日本に対する深い理解者として知られ，在パ日系人の尊敬を集
めておられる方であり，今回の滞日中には，皇太子御夫妻にもお会
いしておられます。

当協会では，ミランダ女史来日の機会に，猪野理事長主催の歓迎
パーティーを開催しました。このメッセージは，その折に寄せられ
たものです。

なお当協会では，パラグアイ国において国際協力事業団の委託に
より，1980～1983年度に同国北東部林業資源調査を，また,1983～
1984年礎に同カピパリ地区森林造成計画洲査を実施しております。

1985年5月14日アグステイーナ・ミランダ・ゴンサーレス

不思議な運命のなりゆきで，わが国パラグアイの独立記念日をこの遠
い国で迎えることになりました。しかし郷愁にかられることはなく，パ
ラグアイに対する愛国心が薄まることもございません。パラグアイ人は
愛国心をいずこへまいりましても忘れません。故国は私たちの血にあ
り，誇りにあり，希望にあるからです。また，日本でわが国独立記念日
を祝うことはパラグアイで祝うも同然なのです。それというのもこの偉
大なる国では，天皇陛下から豊かな太平洋の海原で活躍している漁夫ま
でパラグアイを愛する兄弟に囲まれているからです。
1985年5月14日は日本における私どもの心の中で，パラグアイにい
るときのように輝き，わが国独立の英雄フランシア，ジェグロス，カバ
リエーロ，デラモーラの姿は小さくなるどころか祖国より遠く離れてい
ることにより，ますます大きくなるようです。それは彼らがもたらした
自由が，こちら日本でより大切なものだと認められるからです。
精神力と技術能力，そしてその素晴らしい社会と経済発展により世界
の一流国となった日本の秩序と組織を自由が支えていることを目のあた
りにするからです。この意味で日本は我々 にとって模範です。その文化
とルーツに忠実であり，これを基に進歩と発展の道を見いだし，国の特
色と文化を失いません。

この点，パラグアイ第一の愛国主義者ストロエスネル将軍閣下の率い
るわが政府も同様です。国民が歓迎するパラグアイ式民主主義を見いだ
し，実践しております。母国語，伝統，種族の特質を大切にし，常に経
済，社会，政治，文化を推進しながらも，そのルーツ，土地，歴史を失
いません。

わが国発展の記念碑となった協力者，友愛国日本万歳。わが国万歳。
誠実，清廉，博愛的な友情を持つパラグアイの友愛国において，パラ
グアイ独立記念日を祝える我々の喜びに乾杯。
日本の裕仁天皇陛下とパラグアイ共和国大統領アルフレード・ストロ
エスネル閣下に乾杯。そして遠く離れていながらに二つの民族が容認
し，愛し合えるという手本を示した日本とパラグアイに乾杯′

I

‐趣

廿

遺

－－－．．ニーーー」

挨拶するミランダ女史

１行・鍔

恥
繍イよぺかス田昌７９１坐はた文れ本さｉ

林業技術No､5191985.6
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導機関の紹介全国林業試験指匹旺S丘▲胆⑪

て，付属実験林およびつつじが崎自然園の造成さらに樹

木見本園など環境整備に努めた。

ところが，近年わが国の経済はますます目覚ましい発

達を遂げ，産業撒造の変化が著しく，一次産業の衰退が

目だってきた。本県でも深刻に受け止められ，真に県民

の利益につながる林業行政のあり方が検討された。その

一環として，本県における林業技術の水準を早急に高

め，林業経営の合理化，森林資源の高度利用を通じて，

林業・林産業の発展を図ることになった。

そこで，昭和59年4月，林業試験場は林業研修所，

林業事務と統合され，山梨県林業技術センター試験研究

部として再編され，発足した。このことにより新技術の

開発，実証，教育普及が速やかに，しかも効率よく連動

し，技術水準の向上におおいに役だつものと考えられ

る。

2．組織と施設

山梨県林業技術センターは総務課，試験研究部，技術

開発部および研修指導部の1課3部からなり，職員は所

長以下42名である。試験研究部は副所長以下21名，う

ち研究員が11名を占める。

試験研究部は新庁舎ができるまで，甲府市岩窪町688

の旧林業試験場を利用している。総敷地面積が39.34

ha,建物敷のほか付属苗畑，樹木見本園，付属実験林お

〔組織図〕

28山梨県林業技術セン

ター試験研究部

1．沿革

山梨県は中部山地にある山岳県のため，林野面積が全

県面職の80％近い34万llaに及んでいる。したがって，

古くから森林経営の適否が農山村の経済を支配するばか

りでなく，県勢の消長にも直ちに結びつく重要な課題の

ひとつであった。そこで，林地の高度利用と林産物の合

理的な活用を図るため，地域にかなった林業技術の開発

が強く望まれた。

こうした世論を背景として，昭和10年10月，全国に

先駆けて，山梨県林業試験場が富士山の北麓にある富士

吉田市上吉田町に設立された。その後，戦中，戦後の混

乱期があったが，昭和30年代に入って世の中も落ちつ

き，研究態勢も整うにつれ，多くの研究成果が報告され

るようになった。

さらに昭和40年代になり，林業は大きな転期を迎え，

自然の保護育成，自然と調和した産業の開発をビジョン

とする新しい視野にたった林業技術の開発が要請される

ようになった。そこで，研究態勢の整備拡充，研究と普

及との連機強化を期し，林業試験場は林業指導所を併合

し，県都甲府市飯田町に移転した。このことにより，タ

ネから木材加工まで一貫した研究態勢が整った。

さらに昭和45年12月，武田家にゆかりの深い甲府市

岩窪町つつじが崎に新庁舎が完成し，移転した。その

後，木材加工実験棟，目立実験棟，温室の設置につづい

林業技術No.5191985.6

務課（庶務，会計）8名

｜鶚:裳

一総

一試験研究部一言

'二駕鱗※ 20名

驚瀞諭灘）
－富沢採種園
（採種園の維持管理）

8名

次
長

副
所
長

所
長

一技術開発部

(瀞繍灘鰐地防災技術の実証試）
一研修指導部 3名

技能者養成研修）

計42名

(林業関係者の技術研修，
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富士スバルライン沿線の緑化試験では，気象条件，土域

条件を考慮した施業により，植生の復元はかなり期待で

きる。このほか，アカマツ，カラマツとヒノキの複層林

施業，コナラ，ミズナラ，キハダなどの広葉樹林の造成

なども行っている。

保謹試験ばマツノザイセンチュウ病対策が急がれてい

る。発生消長調査，防除法を検討しているが，被害タイ

プが東北型に近いうえに，隣接県からの新たな侵入もあ

って防除が難しい。また，スギ，ヒノキの穿孔虫害も県

南部に発生しており，さらに調査を進める。

自然条件の極めて厳しい本県では，防災試験に力を入

れている。林道法面の緑化，山腹急斜地，特に花崗岩地

帯における施設工の検討を行っている。

木材部門ではスギ，ヒノキ，カラマツの地域別の材質

特性を調べているｶﾖ，特に造林木は樹齢，産地の自然環

境，育林方法などにより，かなりの違いが見られる。ま

た，県畜産試験場との共同研究により，畜舎資材として

の間伐材の利用，サントリーワイナリーと共同して木質

支柱の導入を検討している。さらに間伐，小径材の利用

拡大，加工のコストダウンを図るため，生材接着をベー

スとした集成化技術の開発に努め，これらを用いた家

具，小木工品の試作を行っている。

なお，このほか土地分類基本調査，林木育種事業，林

業用種子採取事業など1,500万円の事業も行っている。

4．研究成果の普及と今後の課題

研究成果の公表は年1回の『事業報告』，年2回の『林

セ情細さらに，県の普及誌『林業やまなし』を通じて

行っている。さらに，不定期ではあるが研究報告書を作

成し，内外国の研究機関と文献交換している。

また，技術相談の窓口を設けているが,年内200～250

件の依頼がある。この場合，できるだけ現地で普及職員

をまじえて，対応策を考えるとともに，現場の要望を聞

き，新しい研究課題の選定に役だてている。

今後の課題としては，より現場に密着した新技術の開

発を図る必要がある。そのためには，多様化する要請に

対応できる研究態勢の整備，特に研究員と研究施設の充

実を望んでいる。

（山梨県林業技術センター副所長・遠藤昭）

‐…ー…＝塞幸皇一ｰ‐……＝星三＝

試験研究部施股

土 物建

In2

1，484

188

50

21

450

79

50

40

2,370

試験研究部建物敷

付属苗畑

樹木見本園

付属実験林，自然園

富士分場建物敷

付属苗畑

スギ品種見本園

採祇園

計

よび自然園などからなる。主な施設は本館，木材加工実

験棟，目立実験棟，温室などである。

富士分場は富士吉田市上吉田213にあり,1.17haの敷

地のなかに，庁舎，苗畑作業小屋，温室，種子貯蔵庫が

ある。また，県南部の富沢採種園には10.60haの採種

園，母樹林，原種保存林，付属苗畑がある。

3．研究の概要

林業および林産業を振興し，県土の保全緑化を図るた

め，本県林政上の問題として次の5大目標をあげ，それ

ぞれの専門分野からその技術対策に取り組んでいる。

①県産材の供給増加と木材の高度利用

②林業総生産の増大技術

③林業技術の体系化と経営の近代化

④治山技術の高度化

⑤自然保誰および緑化技術の確立

昭和60年度の研究課題は委託を含めて国補9，県単

13の計22課題，その研究費はおよそ1,200万円であ

る。これらのうち主なものは次のとおりである。

経営試験では県下の林業地を類型区分し，それぞれの

地域における林業技術の体系化のあり方，林業を中核と

した腿山村経済の振興策の確立，地域林業の組織化モデ

ルの作成等を進めている。

特産試験は食用菌を中心に行っている。未利用広葉

樹・間伐材の利用開発，クリタケ，ハタケシメジなどの

野生キノコの栽培，さらに菌根性キノコの利用も手がけ

ている。

育林部門の研究では，種子生産技術の確立につとめて

いるが，カラマツについては好結果を得ていない。本県

の地域特性から，内外国産の寒地性樹種の育苗・育林試

験をつづけているが，ヨーロッパトウヒ，ストローブマ

W/,i､ドマツの成績鍼よい。ただし，造林初期の晩霜害

に十分注意する必要がある。また，標高1,700m以上の

林業技術No.5191985.6
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試験研究部本館

木材加工実験棟

目立実験棟

温室

富士分場庁舎

苗畑作業舎

温室

種子貯蔵庫
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29．徳島県林業総合技術

センター

1．沿革

徳島県の森林は，全面積の76％に当たる31万haであ

り，そのうちの29万haが民有林によって占められてい

る。戦後木材の価値が重要視され，木材の高度利用と優

良材の生産に関心が増すにつれて，林業試験研究機関の

設置要望が高まり，昭和28年10月20日に「林業指導

所」が設置された。
わじき‘

昭和40年4月に，和食県有林62.6311aが，総合試験

林として移管になり，昭和40年6月16日には「林業試

験場」と改名され，施設の充実が行われた。

昭和43年度からは，「徳島県腿業大学校林業分校」が

林業試験場に併設され，今日まで林業後継者としての中

堅リーダーを養成してきた。

昭和51年4月1日には，林業振興に必要な人材を養

成するため，研修部門の新設と研修施設の整備を行い，

名称も「林業総合技術センター」と改名した。

庁舎も木造2階建から，鉄筋コンクリート4階建へと

改築され，現在に至っている。

2．組織

林業総合技術センターの組織は次のとおりである。

所 長一

－次長一

｜
(研究担当）

一庶務係（庶務・経理・図書）5名

一造林科（造林・謹営の研究）3名

一育種科（林木育種の研究）2名

一保謹科鯖虫獣害防除の研究）2名

一木材科（木材加工の研究）2名

一樹芸科（特産・緑化樹の研究）3名

一林業専門技術員（機械）1名

一研修係（研修・農大分校）2名

一農業大学校林業分校（1年）

礎師研究員・専技・技師）

合計23名

了鱸罫蝋駕謡獅鶴）

林業技術No.5191985.6

なお，作業員は本場苗畑，樹木園管理（6名)，和食

試験林管理（3名)。

3．施設

（1）土地

く本場＞敷地，樹木園，苗畑3.95ha

試験林1.44ha

＜和食試験林>62.63ha

（2）主要建物

く水場＞本館鉄筋4階3,960m2,作業舎3321n2,温室

45nf,プログラム式恒温室33m2,球果乾燥

精選室104nl2,種子貯蔵庫38m2,研修用実

習舎675nl2,膿大学生寮57m2

＜和食試験林＞事務所木造平屋54nf(青少年の森，

学習館木造2階40911F)

1．本館，2．病害虫研究室，3．プログラム式恒温室，

4．温室，5．実習舎・車庫，6．農大林業分校学生薬，
7．温室，8．球果乾燥室，9．種子貯蔵庫，10．便所，
11．作業舎，12．シイタケ人工ホダ場，13．スギ天然シ

ポ採穂園，14．スギ直さし見本林
構内見取図
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（3）施設の特色

く木場＞

徳島市の西部にあり，樹木園は市街地の森林公園とし

て市民に親しまれている。

本館は1～2階を研究室と実験室，3階を研修用の教

室と宿泊施設，4階を研究発表室，会議室，標本展示室

となっており，構内の駐車場や研究発表室が広いことも

あって，年間およそ5,000名の者が利用している。

なお，種子貯蔵庫は昭和47年に建設され，低温貯蔵

(-10｡C)施設として1,000kgの貯蔵を行うほか，研

修用施設として，車両系運転コースと架線鉄塔を設置し

ている。

＜和食試験林＞

本場から約1時間30分を要する県南部の鷲敷町にあ

り，試験林の利用内訳は実用化試験林19.91ha,見本林

3.6711a,採穂園4.50ha,採種園2.00ha,校定林6.10

ha,実習林その他26.451,aとなっており，昭和54年か

らは，「青少年の森」の施設を併設し，学習の場に供し

ている。

4．試験研究

試験W暁の推進体系は，本県の林業事情を踏まえて①

木材資源の利用技術の開発，②森林資源充実のための生

産技術の高度化，③森林保謹技術の高度化，④林業経営

の安定と農山村の活性化，⑤森林の公益的職能向上技術

の開発，を主な柱として研究を推進している。

昭和60年度の研究課題は委託を含めて国補10課題，

関西共同8課題，その他37項目を含めると全体で55の

試験項目となり，これを科別にみると次のとおりであ

る。

＜木材科＞徳島スギの適性利用，住宅用木材の強度性

能，先端木材加工技術に関する研究（大プロ1，メニュ

ー1）

＜造林科＞良質材の生産，林業の地域分析，非皆伐施

薬，海岸防災林の機能向上，生活環境の保全に関する研

究（委託1，メニュー2，関西共同2）

＜育種科＞精英樹の特性分折，抵抗性育種，交雑育種

に関する研究（メニュー1，関西共同3）

＜保激科＞森林病害，森林害虫，森林獣害防除に関す

る研究（大プロ1，普及情報1，関西共同2）

＜樹芸科＞食用きのこの栽培，特用作物の栽培，有用

広葉樹の育林，緑化樹増殖に関する研究（大プロ1，普

及情報1，関西共同1）
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試験研究の実施方法は，当センター内で主として基礎

研究や予備試験を行う一方，和食試験林では，現地適応

試験を集中的に行って実用化に役だてている。

5．研究成果の普及と技術研修

研究成果は『研究報告書』で発表するとともに毎年林

業経営士，青年林業士，林業研究グループ等の林業関係

者を集めて業務報告会を開催している。

特に技術研修は，研究成果を実技指導するとともに，

地域林業の中核となる林業従事者および後継者の育成を

図るため，つぎの体系により推進している。

（1）専門研修

車両系建設機械運転，フォークリフI､運転，はい作業

主任者，玉掛等の技能研修，林業架線作業主任者研修，

機械集材装置運転，伐木，移動式クレーン運転業務等の

特別教育

（2）一般研修

長期誕成研修，短期養成研修，林業後継者等の山村青

年研修

6．試験研究の今後の方向

本県の林業および木材産業は，木材市況の低迷と山村

の過疎化，老齢化等の厳しい現実問題に直面している。

これに対処して，「21世紀の県産材時代」を達成し，

林業および木材産業の振興を図るため，今後は木材加工

技術の開発を中心に県産材需要促進を目標とした長期計

画「徳島県林業試験研究推進椛想」を策定中である。

（徳島県林業総合技術センター所長・大崎辰噸
一三二二-二二三-一云三＝房一一一_－－－－－－－－＝二一一一ローーー｡‐レーーロ一一一一一■”■■･一一.一一一一一一-一一-一一一一・一一一一一一一一一一一一一一一一一一

くこれまでに紹介してきた林業試験・指導機関＞

505号(昭59．4)北海道立林業試験場・北海道立林産試験場

506号(昭59．5)沖縄県林業試験場・青森県林業試験場

507号(昭59．6)鹿児島県林業試験場・鹿児島県木材工業試験
場

508号(昭59．7)岩手県林業試験場・宮崎県材築試験場

509号(昭59．8)宮城県林業試験場・熊本県林業研究指導所
51()号(昭59．9)秋田県林業センター・長崎県総合農林試験場

林業部

511号(昭59.10)福島県林業試験場・佐賀県林業試験場

512号(昭59.11)新潟県林業試験場・福岡県林業試験場

513号(昭59.12)石川県林業試験場・石川県林木育種場・大分

県林業試験場

515号(昭60．2)富山県林業試験場・富山県木材試験場
516号(昭60．3)福井県繕合グリーンセンター林業試験部・高

知県林業試験場

517号(昭60．4)長野県林業撹導所･Wll県林業指導所

518号(昭60．5)岐阜県林業センター・岐阜県寒冷地林業試験

場

519号(昭60.6)山梨県林業技術センター試験研究部・徳島県
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一
年
で
あ
る
。
ま
た
私
の
出
生
に
つ
い
て
も
、
三
年
後
の

十
五
年
に
よ
う
や
く
役
所
に
届
け
て
い
る
。
母
は
そ
の
と

き
婚
姻
届
も
い
っ
し
ょ
に
し
た
と
信
じ
て
い
る
が
、
十
五

年
次
男
、
十
八
年
三
男
、
二
十
一
年
四
男
と
、
そ
れ
ぞ
れ

の
出
生
届
を
見
て
も
す
べ
て
庶
子
な
の
で
あ
る
。
父
が
な

に
を
考
え
て
い
た
の
か
、
今
で
は
ま
っ
た
く
想
像
も
つ
か

な
い
。
ま
た
母
は
そ
れ
を
確
か
め
も
せ
ず
、
不
審
に
も
思

わ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

南
浦
四
九
番
地
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
旅
篭
の
所
在

地
で
あ
る
。
だ
が
私
が
以
前
に
調
べ
た
と
こ
ろ
で
は
、
も

う
く
つ
の
建
築
物
に
変
わ
っ
て
い
た
。
か
っ
て
の
宿
や
人

の
名
前
も
母
は
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
女
二
人

が
住
ん
で
い
た
と
い
う
。
お
ば
あ
さ
ん
が
霧
の
世
話
を

し
、
中
年
の
娘
は
散
髪
屋
を
し
て
い
た
。
そ
の
二
階
の
一

部
屋
を
産
室
に
あ
て
が
わ
れ
て
滞
在
し
た
。

(画・筆者）

ほ
ん
ま
に
優
し
い
お
ば
あ
さ
ん
や
っ
た
、
大
事
に
じ
て

も
ろ
う
た
、
と
母
は
述
懐
す
る
。
さ
っ
そ
く
赤
飯
を
炊
い

て
祝
っ
て
く
れ
、
い
ろ
い
ろ
と
身
の
回
り
の
面
倒
を
見
て

も
ら
っ
た
。

父
は
仕
事
が
あ
り
、
ま
た
子
供
た
ち
が
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
い
っ
た
ん
山
へ
帰
っ
た
が
、
か
わ
り
に
長
姉
の
み
や

さ
ん
や
も

子
を
奉
公
先
か
ら
呼
び
寄
せ
て
、
産
屋
守
り
を
さ
せ
た
。

産
婆
も
毎
日
通
っ
て
来
る
と
い
う
ふ
う
で
、
山
小
屋
で
生

ま
れ
る
の
と
は
格
段
の
優
遇
ぶ
り
で
あ
る
。
年
を
へ
だ
た

っ
た
幼
い
妻
の
初
産
で
あ
り
、
ま
た
自
分
は
秒
握
り
の
よ

い
時
期
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
物
惜
し
み
は
し
な
か
っ
た
の

だ
。
生
ま
れ
た
と
き
の
幸
運
は
、
そ
の
後
も
私
に
つ
い
て
ま

わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
父
は
私
に
と
く
に

で
ざ
あ
い

目
を
か
け
て
溺
愛
し
た
。
兄
は
今
も
私
の
こ
と
を
八
貧
乏

や
ゆ

人
の
ぽ
ん
ぽ
ん
Ｖ
と
椰
揃
す
る
が
、
そ
れ
は
ふ
だ
ん
カ
ネ

が
な
い
く
せ
に
、
ま
た
自
ら
は
人
生
の
打
算
や
努
力
を
し

ひ
ご

な
い
の
に
、
い
つ
も
だ
れ
か
に
庇
謹
さ
れ
て
、
苦
労
知
ら

ず
に
（
肉
体
労
働
者
と
し
て
の
労
苦
は
経
験
し
た
が
）
の

ん
び
り
と
生
き
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
ま
た

妻
は
、
あ
な
た
は
悩
み
の
な
い
人
だ
ね
、
と
言
う
。
そ
し

て
今
日
も
母
親
や
女
友
だ
ち
に
甘
え
な
が
ら
、
生
ま
れ
故

郷
の
山
に
遊
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
生
ま
れ
て
十
一
日
目
、
宿
を
払
っ
て
山
へ
帰
る

こ
と
に
な
っ
た
。
お
ば
あ
さ
ん
は
朝
の
膳
に
鯛
を
添
え
な

が
ら
、
こ
ん
な
美
し
い
子
を
山
小
屋
に
連
れ
て
い
く
な
ん

て
も
っ
た
い
な
い
の
う
、
と
言
っ
て
、
別
れ
を
惜
し
ん
で

く
れ
た
。

も
ち
ろ
ん
父
が
迎
え
に
来
た
。
こ
ん
ど
は
山
越
え
で
は

な
く
、
姉
の
み
や
子
を
含
め
た
四
人
は
、
尾
鷲
港
か
ら
巡

航
船
に
乗
っ
て
九
鬼
涌
へ
向
か
う
の
だ
っ
た
。

の
う
り

四
十
七
年
昔
の
光
景
を
、
今
、
私
は
脳
裡
に
思
い
描
く
。

十
八
歳
の
母
と
二
十
歳
の
姉
は
、
た
ぶ
ん
晴
れ
や
か
な
着

物
で
身
を
飾
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
二
人
を
従
え
た
中
年

の
父
の
、
口
髭
を
立
て
た
識
織
そ
う
な
顔
つ
き
も
目
に
浮

か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
船
の
中
で
母
と
姉
は
、
私
を
か
わ
る

が
わ
る
に
抱
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
九
月
初
旬
の
熊
野
灘

は
ま
だ
暑
く
、
ま
ぶ
し
い
織
篝
の
光
に
、
み
ど
り
児
は
ま

だ
焦
点
も
定
か
で
な
い
目
を
細
め
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

な

お
だ
や
か
に
凪
い
だ
海
に
、
山
の
緑
が
映
え
て
、
浦
々

は
い
か
に
も
平
和
な
光
景
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
沖

合
い
に
は
大
陸
へ
の
兵
員
輸
送
船
や
巡
洋
艦
の
影
が
見
ら

れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
中
国
に
対
す
る
全
面
戦
争
の
開
始

は
、
私
が
生
ま
れ
る
よ
り
十
三
日
前
で
あ
る
。
母
が
旅
寵

に
滞
留
中
に
も
、
尾
鷲
の
町
か
ら
何
人
か
の
若
者
が
出
征

し
た
と
い
う
。
産
室
に
こ
も
っ
た
母
の
耳
に
も
、
万
歳
を
叫

ぶ
人
々
の
ど
よ
め
き
や
、
軍
艦
マ
ー
チ
が
聞
こ
え
て
き
た
。

炭
焼
小
屋
で
も
、
し
ば
ら
く
み
や
子
が
い
て
、
母
に
か

わ
っ
て
炊
事
洗
濯
を
し
、
学
校
へ
通
う
妹
や
弟
の
世
話
を

焼
い
た
。

み
や
子
が
い
な
く
な
る
と
、
九
鬼
浦
に
住
ん
で
炭
持
ち

に
来
る
初
老
の
お
ば
さ
ん
が
、
な
に
か
と
手
伝
っ
て
く
れ

た
。
さ
あ
、
湯
を
沸
か
し
と
い
て
よ
、
赤
ン
坊
洗
う
た
る

さ
い
の
、
と
い
っ
た
調
子
で
、
彼
女
は
母
に
と
っ
て
育
児

の
先
生
で
も
あ
っ
た
。

炭
焼
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
産
後
一
カ
月

も
た
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。

ｌ
私
ど
も
は
九
鬼
か
ら
引
き
返
し
た
。
三
木
里
に
カ

メ
ラ
と
鞄
を
忘
れ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
で
、
八
鬼
山

へ
は
と
う
と
う
登
ら
な
か
っ
た
。

林業技術No.5191985.6
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（
承
前
）
睦
騨
市
舞
鐸
神
は
、
尾
鷲
湾
の
東
に
突
き
出

し
た
半
島
で
あ
る
。
最
近
ま
で
道
路
が
通
じ
て
い
な
か
っ

、

た
か
ら
、
島
と
い
っ
て
も
よ
い
。
Ｍ
さ
ん
の
父
親
も
そ
こ

で
炭
焼
き
を
し
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
。

お
父
さ
ん
は
元
来
は
獣
医
だ
っ
た
が
、
戦
後
の
一
時

期
、
須
賀
利
や
潅
葛
（
熊
野
市
）
の
山
に
入
っ
て
い
た
と

み
や
ま

い
う
。
家
族
は
海
山
町
の
自
宅
に
残
し
て
の
こ
と
で
あ

ｚ
》
。

ほ
か
の
姉
妹
た
ち
は
ま
る
で
関
心
が
な
い
の
に
、
Ｍ
さ

ん
だ
け
は
な
ぜ
か
炭
焼
小
屋
に
行
き
た
く
な
る
。
そ
れ
は

ひ
合
も
と

小
学
二
、
三
年
生
の
こ
ろ
だ
が
、
引
本
港
か
ら
一
人
で
巡

航
船
で
島
に
渡
り
、
父
親
を
訪
れ
る
の
だ
っ
た
。
と
き
に

は
小
屋
に
泊
ま
っ
て
、
飯
や
味
噌
汁
を
こ
し
ら
え
て
も
ら

っ
た
り
し
た
。

帰
り
に
山
を
下
る
と
き
、
小
屋
に
飼
っ
て
い
た
白
い
犬

が
つ
い
て
き
た
。
彼
女
が
巡
航
船
に
乗
る
の
を
見
送
っ
て

か
ら
、
犬
は
小
屋
に
引
き
返
す
。
浦
に
飼
わ
れ
る
犬
は
出

船
の
別
れ
を
心
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
遠
ざ
か
る
船
の
上

か
ら
は
、
と
ぼ
と
ぼ
と
山
道
を
登
る
白
犬
の
姿
が
小
さ
く

見
え
、
す
る
と
Ｍ
さ
ん
は
い
つ
も
泣
い
て
し
ま
う
の
だ
っ

山
峡
の
譜

尾
鶯
ｌ
わ
が
出
生
、

た
。
い
ま
も
Ｍ
さ
ん
は
白
い
紀
州
犬
を
飼
っ
て
い
る
。
彼
女

は
そ
の
犬
を
軽
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
せ
、
生
花
の
素
材
を
求
め

て
山
に
入
る
と
い
う
。
た
と
え
い
い
も
の
が
見
つ
か
ら
な

く
て
も
、
林
の
中
で
は
退
屈
せ
ず
、
ひ
と
り
漢
詩
を
吟
じ

る
な
ど
し
て
、
時
間
の
た
つ
の
を
忘
れ
る
。
や
は
り
少
女

時
代
の
山
小
屋
体
験
が
身
体
に
根
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る

一
つ
。

さ
て
、
こ
の
あ
た
り
で
私
自
身
の
誕
生
に
つ
い
て
、
母

に
語
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
Ｍ
さ
ん
が
須

賀
利
の
山
で
遊
ん
だ
こ
ろ
よ
り
も
、
さ
ら
に
十
二
、
三
年

も
昔
だ
が
、
初
産
だ
っ
た
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
比
較
的
よ

く
記
憶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

昭
和
十
二
年
の
八
月
下
旬
、
母
は
こ
の
九
鬼
の
山
に
い

て
陣
痛
を
覚
え
た
。
そ
の
こ
ろ
お
産
は
山
小
屋
で
す
る
の

が
常
識
と
さ
れ
て
い
た
。
産
婆
の
役
割
を
つ
と
め
る
の
は

夫
で
あ
る
。
私
の
兄
や
弟
た
ち
も
父
親
の
手
で
へ
そ
の
緒

を
切
っ
て
も
ら
い
、
産
湯
を
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
私
の
場
合
も
そ
の
よ
う
な
手
は
ず
に
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
陣
痛
が
二
日
も
続
き
な
が
ら
生
ま
れ
る
気
配
が
な
か

宇
江
敏

勝

が
炭
窯
の
近
く
ま
で
入
ろ
う
と
し
て
い
た
。
だ
が
ま
だ
工

た
ど

事
中
の
こ
と
で
あ
り
、
夫
婦
は
山
の
近
道
を
辿
っ
た
の
で

あ
る
。
距
離
に
し
て
七
、
八
キ
ロ
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、
た
ぶ
ん
伊
勢
神
宮
と
熊
野
本
宮
大
社
を
結
ぶ
中
世

か
ら
の
信
仰
の
道
、
伊
勢
熊
野
街
道
の
一
部
で
は
な
か
っ

た
か
と
、
私
は
推
測
す
る
。
ル
ー
ト
は
熊
野
市
方
面
か
ら

だ
と
訪
八
鬼
山
の
肩
を
越
え
、
九
鬼
港
の
背
中
を
通
り
、

海
を
見
お
ろ
し
な
が
ら
斜
め
に
尾
鷲
へ
と
下
っ
て
い
る
。

そ
の
道
も
、
今
で
は
地
元
の
人
々
で
す
ら
、
ほ
と
ん
ど
忘

れ
て
し
ま
っ
て
は
い
る
が
。

ば
た
ご

夫
婦
は
二
時
ご
ろ
尾
鷲
に
着
き
、
旅
繩
に
休
ん
で
、
す

ぐ
に
産
婆
を
呼
ん
で
も
ら
っ
た
。
も
う
ま
も
な
く
生
ま
れ

る
、
よ
く
ま
あ
途
中
で
生
ま
れ
な
か
っ
た
も
の
だ
、
と
産

婆
は
言
っ
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
山
小
屋
へ
帰
る
ゆ
と
り

な
ど
な
く
、
一
時
間
ほ
ど
し
て
誕
生
し
た
の
が
私
で
あ

ヲ
○
．

戸
籍
簿
に
は
、
昭
和
十
二
年
八
月
二
十
八
日
、
尾
鷲
町

南
浦
四
九
番
地
に
於
て
出
生
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
母
は
旧
姓
の
ま
ま
で
あ
り
、
父
に
と
っ
て
は
庶
子
で

あ
る
。
父
は
翌
十
三
年
に
先
妻
と
の
離
婚
届
を
出
し
て
い

る
が
、
私
の
母
の
入
籍
は
な
ぜ
か
八
年
も
後
の
昭
和
二
十

て
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
も
浦
々
に
は
巡
航
船
が
往
来
し
て

い
た
が
、
船
が
入
る
時
間
に
は
間
が
あ
り
、
ま
た
山
の
中

腹
の
小
屋
か
ら
だ
と
、
峠
越
え
も
さ
ほ
ど
困
難
に
は
感
じ

な
か
っ
た
。

っ
た
。
こ
れ
は
匿

い
と
な
っ
た
が
、

で
、
尾
購
の
町
一

た
。
こ
れ
は
医
者
か
産
婆
に
診
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
い

と
な
っ
た
が
、
ど
ち
ら
も
九
鬼
の
浦
に
は
い
な
い
。

、
尾
購
の
町
ま
で
出
る
こ
と
に
し
た
。

歩
い
て
尾
鷲
へ
向
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
夫
が
付
き
添
っ

さ
き
に
書
い
た
よ
う
に
、
そ
の
こ
ろ
尾
鷲
か
ら
の
車
道
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が
広
く
な
る
た
め
に
一
回
だ
け
の
使
用
で
熔
融
さ
れ
、
発

明
当
初
の
基
本
で
あ
る
繰
り
返
し
使
用
の
形
態
は
失
わ
れ

て
い
る
。

活
版
の
歴
史
は
速
度
と
機
械
化
の
歴
史
で
一
八
八
九
年

に
は
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
の
よ
う
に
キ
ー
ボ
ー
ド
を
叩
い
て
紙

テ
ー
プ
に
穿
孔
し
、
こ
れ
を
鋳
造
機
に
か
け
て
毎
分
一
四

○
字
の
速
さ
で
活
字
を
鋳
造
し
な
が
ら
植
字
を
し
て
い
く

モ
ノ
タ
イ
プ
が
、
ま
た
一
九
○
○
年
に
は
同
様
に
キ
ー
ボ

ー
ド
を
叩
く
と
鋳
型
が
順
次
整
列
し
て
一
行
分
が
鋳
造
さ

れ
て
出
て
く
る
ラ
イ
ノ
タ
イ
プ
（
こ
の
種
の
機
械
を
ス
ラ

ッ
グ
鋳
植
機
と
い
う
）
が
発
明
さ
れ
、
そ
の
速
度
も
毎
分

二
五
’
一
八
○
字
に
及
ん
で
欧
米
で
は
広
く
利
用
さ

れ
た
。
こ
の
結
果
、
手
組
み
は
全
製
版
の
十
’
二
十
パ
ー

セ
ン
ト
程
度
を
占
め
る
の
み
に
な
っ
た
。

夛切一号

ｌ
雪
粉
Ｉ

1

(2.5分）

ユ

ｊ

Ｊ

分

勇
ｌ
冤

●

●

１

０

く
く

（ ）

号
舶

＝

（1(1.25分）

’
F了

(0.5分）

号式活字の大きさ
1分＝3.7879mm

図･4

日
本
で
は
こ
の
種
の
機
械
の
発
展
は
遅
れ
、
邦
文
モ
ノ

タ
イ
プ
が
一
九
二
○
年
ご
ろ
現
わ
れ
た
が
、
実
用
さ
れ
た

の
は
一
九
四
八
年
ご
ろ
で
、
文
字
数
の
関
係
か
ら
新
聞
社

で
専
ら
使
わ
れ
、
鋳
植
速
度
が
毎
分
四
○
’
一
二
○
字
と

能
率
が
よ
い
の
で
し
だ
い
に
普
及
し
た
が
、
欧
米
ほ
ど
は

一
般
化
さ
れ
な
か
っ
た
。

２
活
字
の
書
体

活
版
は
手
書
き
の
原
稿
を
も
と
に
し
て
全
く
形
の
違
う

可
読
性
の
よ
い
、
美
観
を
備
え
た
印
刷
物
を
作
る
こ
と
を

要
求
さ
れ
る
の
で
文
字
の
配
列
や
、
書
体
に
い
ろ
い
ろ
工

夫
が
こ
ら
さ
れ
、
工
業
技
術
と
し
て
の
印
刷
の
中
で
も
っ

と
も
芸
術
性
が
論
じ
ら
れ
た
分
野
で
あ
っ
た
。

欧
文
活
字
は
文
字
数
が
少
な
い
の
で
設
計
も
容
易
な
た

め
か
極
め
て
書
体
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
図
・
２
に
示
す
よ

う
に
八
大
系
統
ま
た
は
五
大
系
統
に
分
類
さ
れ

て
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
鋳
造
所
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
に

よ
っ
て
変
化
し
た
も
の
、
線
の
太
い
も
の
細
い

も
の
が
枝
の
よ
う
に
分
岐
し
、
数
百
種
に
及
ぶ

と
い
わ
れ
る
。

和
文
活
字
は
こ
れ
に
比
べ
る
と
書
体
数
は
余

一
、一
恥
り
多
く
な
く
て
図
・
３
に
示
す
よ
う
な
も
の
が

７
｝
肥
あ
る
。
日
本
で
い
う
侭
コ
シ
ッ
ク
は
欧
文
の
サ
ン

郡
３－
余
セ
リ
フ
で
あ
り
、
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
欧

１
文
の
ゴ
シ
ッ
ク
は
日
本
で
ジ
ャ
ー
マ
ン
の
名
で

呼
ば
れ
る
・

３
活
字
の
大
き
さ
・
高
さ
な
ど

本
木
昌
造
が
西
洋
流
活
版
術
を
導
入
す
る
に

当
た
っ
て
活
字
の
大
き
さ
を
一
定
に
す
る
た
め

に
作
っ
た
シ
ス
テ
ム
は
鯨
尺
の
一
分
を
一
辺
と

1
．

し
た
も
の
で
図
・
４
に
示
す
よ
う
に
縦
の
系
統
は
一
辺
の

長
さ
が
倍
ず
つ
に
な
っ
て
い
る
。
５
号
活
字
に
つ
け
る
ふ

り
が
な
（
七
号
）
が
英
国
活
字
の
固
脚
ｇ
と
い
う
大
き
さ

で
こ
れ
か
ら
ふ
り
が
な
の
あ
る
本
を
「
ル
ビ
つ
き
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
号
式
は
後
に
国
際
的
な
表
し
方
で
あ

る
ポ
イ
ン
ト
式
に
変
わ
っ
た
。
１
ポ
イ
ン
ト
は
一
辺
の
長

さ
が
○
、
○
一
三
八
三
七
イ
ン
チ
で
、
９
ポ
・
皿
ポ
な
ど

の
活
字
は
一
辺
が
こ
の
９
倍
廻
倍
と
な
る
。

ち
な
み
に
本
棚
の
本
文
活
字
は
８
ポ
イ
ン
ト
を
使
用
。

ま
た
５
号
活
字
は
加
・
５
ポ
イ
ン
ト
に
相
当
す
る
。

日
本
で
使
わ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
は
米
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
ポ
イ
ン
ト
と
は
単
位
長
さ
が
異

な
る
。
活
字
の
高
さ
も
同
様
で
日
本
と
英
米
は
同
じ
で

千
分
の
九
一
八
イ
ン
チ
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
そ

れ
よ
り
高
い
。

和
文
の
活
字
は
原
則
と
し
て
正
方
形
（
新
聞
活
字
は
偏

平
）
な
の
で
、
一
行
の
中
に
何
文
字
入
る
か
の
計
算
は
簡

単
で
あ
る
が
、
欧
文
活
字
は
文
字
に
よ
り
幅
が
異
な
る
の

で
行
末
を
揃
え
る
に
は
電
算
植
字
が
大
き
な
威
力
を
発
揮

す
る
。
欧
文
活
字
の
大
き
さ
は
文
字
の
縦
方
向
に
測
っ
た

活
字
の
寸
法
を
表
す
。

書
籍
の
一
ペ
ー
ジ
は
そ
の
面
積
で
か
つ
千
分
の
九
一
八

イ
ン
チ
の
厚
さ
の
鉛
・
ア
ン
チ
モ
ン
・
す
ず
の
３
合
金
の

固
ま
り
な
の
で
、
一
冊
の
書
籍
に
は
膨
大
な
重
量
の
地
金

が
必
要
と
な
る
。
ま
た
ポ
イ
ン
ト
が
異
な
れ
ば
そ
れ
に
揃

え
て
、
込
物
・
約
物
も
す
べ
て
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
活
版
は
大
量
の
材
料
ス
ト
ッ
ク
を
必
要
と
す
る
。

こ
れ
が
後
述
す
る
写
真
植
字
に
道
を
ゆ
ず
っ
て
行
く
大
き

な
原
因
と
な
る
。

図
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I

１
活
版
ｌ
文
字
の
印
刷
ｌ
の
プ
ロ
セ
ス

活
版
は
も
っ
と
も
身
近
に
あ
る
印
刷
で
、
活
字
や
線

画
、
写
真
な
ど
を
表
現
す
る
網
版
な
ど
を
所
定
の
位
徴
に

並
べ
て
版
を
作
り
、
摺
籍
な
ど
を
印
刷
す
る
。
そ
の
プ
ロ

セ
ス
は
図
．
１
に
示
す
よ
う
に
な
る
。

活
字
は
部
首
別
の
分
類
と
、
使
用
頻
度
に
よ
る
分
類
に

よ
っ
て
整
理
さ
れ
、
活
字
ケ
ー
ス
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

文
選
は
原
稿
の
文
字
の
み
を
順
に
拾
っ
て
七
×
十
三
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
の
小
箱
に
入
れ
て
行
く
作
業
で
六
○
○
字
を

拾
う
の
に
約
二
十
分
程
度
の
速
度
で
行
わ
れ
る
。
文
選
箱

に
集
め
ら
れ
た
活
字
か
ら
直
ち
に
印
刷
し
て
も
紙
面
い
つ

ぱ
い
に
文
字
が
並
ん
で
い
る
だ
け
で
ほ
と
ん
ど
読
む
こ
と

が
で
き
な
い
。
我
々
が
日
常
接
し
て
い
る
書
籍
は
行
間
に

適
当
な
あ
き
が
あ
り
、
段
落
に
句
読
点
が
あ
っ
て
、
行
末

ま
で
は
空
白
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
。

④
印
刷
の
憾
蓉
Ｕ
●

ｊ

３
凸

版
一

！

-1
活
塞
李
造金寿

I Ｏ
Ｆ
ｌ
９
Ｕ
１
１
９
口
Ｉ
ｑ
Ｏ
且

／

|文 塗
一
一
季
、／

（一斗
活
版
は
、
活
字
そ
の
他
を
密
に
つ
め
て
、
書
籍
を
例
に

と
れ
ば
一
ペ
ー
ジ
分
の
長
方
形
と
し
、
こ
れ
を
締
め
て
固

定
す
る
も
の
で
空
隙
が
あ
っ
た
り
、
一
辺
が
凸
凹
で
あ
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
空
白
を
紙
面
に
作
る
も
の
は
活
字

よ
り
低
い
「
込
物
」
で
あ
っ
て
、
記
号
獺
は
「
約
物
」
と

い
わ
れ
、
そ
の
大
き
さ
は
活
字
と
整
合
し
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
活
字
の
間
に
込
物
や
約
物
を
つ
め
て
書
籍

の
ペ
ー
ジ
の
形
態
を
作
る
こ
と
が
植
字
で
、
一
ぺ
ｌ
ジ
を

小
部
分
に
わ
け
て
組
ん
で
行
き
、
次
々
に
木
製
の
盆
（
ゲ

ラ
）
の
上
に
並
べ
て
、
完
成
し
た
所
で
校
正
機
に
移
し
て

校
正
刷
り
を
作
る
、
い
わ
ゆ
る
ゲ
ラ
刷
り
で
あ
る
。

校
正
を
二
、
三
回
し
た
後
に
印
刷
機
に
か
け
、
刷
了
後

は
ま
た
込
物
・
活
字
等
は
分
類
さ
れ
、
所
定
の
位
置
に
収

納
さ
れ
る
・

活
字
は
多
く
の
場
合
、
印
刷
に
よ
る
摩
耗
で
文
字
の
線

荊商

く
に
し
た
つ
お

干
蕊
大
学
離
郷
国
司
龍
郎

（
工
学
部
画
像
応
用
工
挙
科
）

ｊ
１

ｊ

Ｉ
Ｉ
１
１

IEp 席Ⅱ

W

引箇零';反

図・1活版のプロセス

、

１
１

(1)ゴシックふ邸虹蔓bEb恩軸

(2)ベネチアンABCabcdehU

(3)オールドｽﾀｲﾙABCabcdefgh

(4)モダンABCabcdefgh

(5)イタリックABCa6cd蛇Z

(6)ｽｸﾘプﾄJ》'診'琴‘零‘ら"今夕
(7)アンチックABCabcdef

(8)サンセリフABCQbCdefg

図・2欧文活字の八大系統
（印刷事典より）

瀧宇のみ〕

巻画察
体

､録の間を礫しむ

帥bI)体〔

列L
行秘
■

ntV

明朝休帥hI)1.仏〔拠芋のみJ

永い春の日を楽しむ虹巻画察
営穿リク体行寄体

永い春の日を楽しむ永い録の間を婆しむ
鬼ゴシマク体＃饗体

永い春の日を樂しむ鉋い易の燗を§｡Lt
澗靭体（かい書体）そう(漁)側体

永い森の日を諜しむ永い春9日を巣Lも
退か↓,(柵)許体う・ン子′ク体く太がな）

永い券の日を察しむながいはるのひをたのしむ
獅鋼〃かい誰体カナモジ全のカナモジ休

永い春の日を楽しむナガイハルノヒヲタノシム

図・3和文活字の書体例
（印刷事典より） ｌ

Ｇ
５
０
ａ
■
■
日
日
■
１
口

一一巳◆ご手一一上一一一●ｰ－－．－ ﾛﾛ＝IF
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’

第30話対談
（戦時林政）
不急事業の烙印をはねかえした
－挙国造林計画の頓挫から証淵豊林へ－

Bではその他の戦時林政に移りたいと思います

が，特徴の著しいものに絞ってはどうでしょう。

A改正森林法以外では造林政策だね。林道予算

も大きく伸びて戦後林政の基礎になった点は同じ

だが，増伐のためにいわば苦労なしで膨れた。

B林政統一の動きはどうですか。

A早尾丑麿らが再燃させて，戦後処理の下地を

作った点は見逃せないが，戦時林政として実った

わけではない。

Bでは，まず造林政策拡大の跡をたどってみま

しょう。私有林一般の無立木地．散生地の造林

(拡大造林)補助開始は昭和4年(1929年),そのとき

は外材への関税障壁作りとペアの林業振興策でし

たが,10年代に入って蝿擢勢確立の雰囲気の中
で木材増産が要請され，その動きの激化につれて

造林助成策が強化されるという経過ですね｡13年

（1938年)パルプ材増産計画が打ち出されたとき，

20万円という限定枠つきでしたが,初めて伐採跡

地への植栽(再造林)助成が始まり，これは財政措

置として大きな口開けでした。

A13年はまだ林政課が私有林の造林を担当し

ていた時期だ。奨励規定改正は5月末で蓮池課長

就任の後だ力要，予算はすでに決まっていた。これ

は村上富士太郎局長の初仕事だ。彼は昭和4年の

造林助成開始を公私林課の事務官として担当して

いる。若手のときから大方は山林局一筋に勤めて

局長になったから一貫性があった。その後蓮池構

想に乗つかって森林法改正をやり，後に日木社の

社長に担がれるが，実際はこの初仕事のほうが彼

の本分だったと思うね。権力的な統制は性に合わ

I曙.－，2‐一一L一二一
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手束平三郎
（林政総介調炎研究所理!|flf)

なかった人だ。主任技師は池部祐吉（14年，青森

局長，早尾と同期）だが，『山林』では藤巻吉生事務

官ｶﾐ解説している。岡本課長は短期で影が薄い。

B次は16年に木材統制法の制定で，立木譲渡

命令が規定されるとともに，再造林の助成は枠が

取り払われ，また人工播種と天然下種補整が助成

対象に加わりました。

A14年に造林係は林政課から林務課へ移った

から，これは，木材統制法をまとめた井手正孝局

長と田中八百八林務課長のコンビでやった仕事

で，主任技師は長野県林務課長から来た小泉清

(大10,農学士)だが，詳細の記録はない。どうも

この時期，造林には木材の桑田や木炭の南に匹敵

する性格俳優がいなかったようだ。

Bその次は3年おいて19年の春，造林補助率

が国1/4.県1/12･計1/3から国4/10･県1/10．

計1/2に引き上げられましたが，これは突入した

決戦段階の増伐に対応しています。そして，その

年に民有林官言群庭罫業や兵力伐採が日程に上る
と，20年の春には戦時森林資源造成法が議員提案

で成立し，後払いながら後にも先にもない証券造

林制度が打ち出され，3年目の下刈りまで含めて

5割補助になります。もっとも施行は終戦後に持

ち越しましたが。また,15年以後は大日本山林会

などの主唱で，造林推進の一大精神運動が展開さ

れ，紀元2600年記念造林から，大東亜戦争記念

造林に続いて，「挙国造林」が合言葉になりまし

た。昭和17年度の年間造林面積334千町歩（国

・民計）という統計は疑問ですけれど。

Aあれを真に受けて論じた本が多いね。経済学

一一=－一~ －属画三二一一L否ざ＝‐－－－－鹿＝＝申苓I
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者マーク・トウェインが世の中には普通のうそ

と，真っ赤なうそと，統計のうそとがあるといっ

たが，史論をやる以上，これに対する気配りがな

くちゃあ話にならない。それはさておき，17年に

田中退官のあと，西沢治郎林務課長（明45,林学

士）が挙国造林運動の盛り上がりをバックにし

て，「挙国造林10カ年計画」を策定して実現させ

たのが19年度の補助率大幅アップだった。とこ

ろが戦局深刻化で，森林治水事業などとともに不

急事業の仲間入りを余儀なくされ，予算執行が大

きく削減されたわけだ。

Bしかし，それであきらめずに今度は証券造林

の法律案を考案し，もう東京の戦災が始まってい

た20年3月に成立させたとは全くしぶといもの

です。そんな発想やエネルギーは，このせつぱ詰

まった時期にどこから生まれたのでしょうか。

A担当課長は西沢の跡を継いだ吉田文一郎造

林課長（大5，林学士，戦後岩手県森連会長)，主任

技師は花田乾助（大10,農学士)，局長は鈴木一

（大15,法学士，鈴木貢太郎終戦総理の長男)，関係

代議士は提案者代表小山邦太郎（長野県,戦後参議

院議員)，松浦周太郎（北海道，戦後金木連会長，労
しゅんばら

側大臣)｡貴族院の推進者は北条偶八（戦後，公明党

参議院識員，大5,林学士，元御料林)，河井弥八（戦

後．参議院議長)，民間では田中八百八全森聯専務

らだが，舞台まわしの仕掛人がだれだったか，よ

くわからない。『山林』誌も休刊期だった。しか

し，ここまで押し詰まった時期に，一方で挙国造

林計画を不急事業視する戦争遂行一本槍の軍政的

発想に対し，良識派の主張なり抵抗なりが，かな

りの力を保持して生き続けていたことは確かだ。

B先の長い資源造成の効果はともかく，強制伐

採を放置すれば，災害発生によって銃後が混乱す

るおそれがあるという指摘は軍政派も無視できな

かったでしょう。また設立早々から木材供出の時

局番頭となった観のある森林組合に，造林証券を

発給する農林中央金庫の代行をさせて，山村世論
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『農林水産省百年史』

別途より

脇田俊雄

(第46.52.59代農林

大臣，ただし59代当

時は腿商）

を緩和する必要性の主張もある程度説得性があっ

たでしょう。兵力伐採だ，民有林官行斫伐だとい

ったって，大部分は民間の伐採に依存したわけで

すからね。結局，山は伐り荒すべきでないとい

う，わが国の風土文化に根づいた伝統的な政策思

想が土壇場の力を発揮したんでしょうね。

Aまさにそうだが一つ注目すべき人的要因があ

るのを追々に話そう。18年に入って南方戦線が

厳しくなったころ，後に極東軍事裁判で処刑され

た松井石根大将をキャップにして内務省OBが事

務局長をする平地林伐採推進運動本部(正規名称不

詳）ができて，官民に働きかけた。お寺の鐘，銅

像，鍋釜の供出に匹敵する木材の供出運動で，並

木，公園，屋敷，境内の木まで伐って軍用材に出

せというわけだ。19年2月，内田信也が農商大臣

に就任すると，これを取り上げて閣議で協力発言

した。東条のご機嫌取りだったんだろう。山林局

は当惑したがまともには逆らえないので，地方庁

に対して，実施は慎重にという裏指導をやったこ

とが神奈川県庁からばれ，山林局長笹山茂太郎

(大15年，法学士，戦後，事務次官，衆議院議員，全国

林業改良普及協会会長）の責任問題になった。内田

は容赦なく笹山を熊本営林局長に格下げしてしま

った。この時リュックを背負って単身赴任した笹

山を三浦辰雄，柴田栄技師らが見送っている。

B木材統制で田中長茂局長を辞めさせた党人島

田俊雄大臣は業界の声をおもんぱかったわけで，

それから5年，今や党人が軍の意向をはばかって

ヶ俄一~当一念“＝写も一頭一一二一.立一安b＝．一‘茸一一一企ま＝….嘩斬I
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物弓語林政史．

官僚を処分するに至ったわけですか。

Aいや，時代の流れはひとつでも対処の仕方は

人によって違う。そこが僕の言わんとする要点

だ。しばらくして，またその島田俊雄が内田のあ

との大臣になったが，非常伐採関係の閣議決定要

綱にまで折り込まれていたこの件の実施につい

て，彼は山林局にモソモソ調査などをやらせて握

りつぶしてしまった。続いて20年の春，戦時森

林資源造成法の議員提案に対し，前年に造林は不

急事業と決定しているのに政府側前向きの答弁を

したのが島田なんだよ。戦前議員提出法案は衆議

院に数多いが，可決されても政府同意のないもの

は貴族院の審査未了で廃案になるのが通常のパタ

ーンで特に昭和14年以後の戦時中議員提案で成

立した法律は1件もないというありさまだった。

このときも衆議院では例によってバタバタと可決

したが，そのあとが違っていた。両院の委員懇談

会が仕組まれ，島田が自ら出席してとりなし，貴

族院の修正と政府側の意向が合致するように誘導

して成立にこぎつけた。この時期にしては全く異

例のきめこまかい対応なんだ。

Bなるほど，この法律の政治的処理のキイパー

ソンは島田なんですね。成立については何かがあ

るはずだと考えあぐねていたところでした。

A島田は島根県出身，このときは翼賛政治会だ

がもとは，政友会の領袖で，終戦前後は衆議院議

長だった｡林政との縁の最初は11年の広田弘毅内

一一全一惇壼＝

戦． ’

閣の農林大臣のときで,2.26事件後の政情安定策

として農山漁村の経済振興策を主張し，糸価安定

法・漁船保険法とともに山林局が10年近くも主
まんじゅう

計局と押しくら饅頭をやっていた森林火災国営保

険法を村上竜太郎局長とのコンビで取り上げて成

立の素地をかためた。一方内田信也は同じ政友会

系でも三井物産の社員出身で，大臣就任早々に平

地林の事件を起こしたが，戦後28年の入閣で再

び農林大臣になり，たちまち麦価問題で自由党政

調と衡突して1カ月で辞職に追い込まれた。要す

るに農林行政とは肌の合わない人だった。だか

ら，戦時中島田と内田の順番が逆だったら，笹山

の降格さわぎはなかった代わりに，戦時森林資源

造成法はおそらく日の目を見なかっただろうよ。

B政策は多分に時流の産物ではあっても，人的

要素のいかんで成否が左右される好見本ですね。

A生きた行政史はそこが大切だ。

Bさて，終戦前後，造林事業の実績は極端に落

ち込んではいましたが,19年の補助率アップと並

んで20年の森林資源造成法（20年10月，戦時の名

称を取り去って施行）による証券造林の制度があっ

たということが,GHQ指示に始まる公共事業予

算編成の際に，治山・林道とは毛色の異なる造林

事業を，林政の三大支柱の一つとして定着させる

大きな要因をなしたことは確かですね。

Aじゃあこの辺で戦時林政談を終わるとしよ

う。－第30話終わり－

注1：昭和19年2月決戦非常措置要
綱が閣議決定され，職争遂行力に関係の
薄い事業は不急事業とされた。これによ
り，施業案編成は中止，森林治水事業・
造林補助事業等は予算執行段階で削減を
受けた。
注2：昭和19年度の決猟瞥によると，
林業振興礎の予算67,221千円に対し，
不要額（節減額）5,670千円である。費
目別内訳は不詳であるが林道や林産物増
産関係は減額されなかったから，不要額
の主要部分は予猟13,000千円の造林奨
励費からであると推定される。ちなみ
に，森林治水難業磯7,623千円について
は不要額2,486千円である。

注3：昭和16年度以後の造林面識に
ついては，昭和25年の林業年鑑（初ぬ
て編纂されたもの）には15年以前と不
連続であり疑問である旨の記戦がある
が，その後の統計書では見過ごされてい
る。実際には昭和15年度がピークで，
その後は戦時中にしてはよくやったと
いう程度が実情であったことが，賊時
森林資源造成法」の委員会継期録から推
定される。
注4：森林火災国営保険法上程の政餓
的経緯は本文のとおりであるが,昭和12
年1月の弘田内閣総辞職で，同法案の灘
会審議については，島田俊雄から山崎達
之輔（林内閣の農林大臣）に引き継がれ

た。

注5：公共事業費目の設置は昭和21
年5月のGHQ指示により，戦争経済の
崩壊に伴う失業者群を生産面に吸収する
目的で開始され，その対象は原則として
国または地方公共団体の直営建設事業で
あった。したがって，当時の私有林の造
林補助事業の組み入れと定着は異例に属
する。
注6：参考文献，『農林行政史』第5
巻，『農林水産省百年史』中巻，『森林組
合制度史』第1巻，昭48,全国森林組合
連合会，『日本の造林百年史』昭55，林
政総合対策協議会，『第86回帝国議会戦
時森林資源造成法委員会議事録』。
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口梁色用ログウッドエキスについて

口四|到産スギの構造材としての材臓

口木質パネルの耐火性能(2)－按合

部の耐火性能

口産地別ヒノキの耐朽・耐蟻性

口京都大学木材研究所材鑑調査室

(KYOw)所蔵材鑑の樹種名リスト

(2)KYOwNO.4001～No.6000

口木材力学資料-XX付総索引

（1－XX)

＜抄録＞

＜その他＞

圏耐情廟
※ここに紹介する資料は市販されない

ものです。発行所へ頒布方を依頼する
か，頒布先でご覧下さるようお願いい

たします。
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林業試験場時報第30号

福岡県林業試験場

昭和59年9月

水報告書は，林業に関する各種の

膨大な調査データを短時間に総合化

し，林業経営部門で活用していくた

めのプログラムの開発手法について

まとめられている。

L)の耐朽性

口木質ボード類の腐朽と曲げ強度性

能〔Ⅱ〕－エゾマツ，カラマツ単板

による合板と積層材について

ロスギ・ヒノキ柱材の長柱圧縮試験

口接着条件とフィンガージョイント

の性能

口木材の表面仕上げ加工に関する研

究（第2報）一超仕上げかんな盤

の切削性能

口校倉づくり山小屋の試作

口集成材企業における予算制度に関

する一提案一損益予算の編成につ

いて

林業試験場研究報告No.333

林業試験場

昭和60年3月

口治山ダムクラックの発生・挙動特

性鮒1報一治山ダムクラックの分

類と挙動に関する実用試験

口火山系暗赤色土の生成ならびに分

類に関する研究第1報一一天城およ

び熱海地域の火山系暗赤色土の理化

学的および鉱物学的性質

口高海抜流域における森林伐採と暖

候期間の流出量変化第2報一宝川

試験地の初沢流域，初沢2号沢およ

び初沢3号沢流域について，宝川森

林治水試験第5回報告

口湘南，高麗山地域の富塩基土壌の

生成要因と分類学上の位置づけにつ

いて第Ⅱ報一分布，粘土鉱物組

成，母岩の性質と生成・分類につい

ての考察

口部市近郊樹林地における林床植生

の種組成の変化に及ぼす踏圧の影響

ロ新潟県五味沢におけるブナ林の植

生と跡地更新スギ造林地の成絞とブ

ナの天然更新の提案

く研究資料＞

ロクヌギ林のほだ木用原木生産髄の

予測

奈良県林業試験場研究報告

第14号

奈良県林業試験場

昭和59年12月

口県北部神社林の調査

ロヒラタケの菌糸生長に及ぼす二酸

化炭素の影響

ロ奈良県における樹木の病害調査

本報告書は，奈良県下に発生して

いる樹木病害を調査した結果につい

てとりまとめたものである。

病害発生樹種は,針葉樹：5科11

種，広葉樹：20科54種，調査観察

した病害は，延べ140種である。ま

た，発生部位別には，半数が葉に，

1/3が枝幹に発生していたと報告さ

れている。

ロ製材品の除湿乾燥とその装置

ロスギ・ヒノキ樹皮を原料とする和

紙の製造(1)－スギ樹皮の蒸解条件

口野外杭試験により求めた素材の耐

用年数と室内耐朽性試験との関連

ロ市販構造用製材品の曲げ強度を低

減する要因について

（木材加工資料）

ロスギ穂付材の林内乾燥

口化粧単板の含水率調査

口有機スズ化合物(TBTP)を接

着剤に添加した単板職屈材(LV

木材研究・資料No.20

京都大学木材研究所

昭和60年2月

く論文＞

口制御環境下における樹木の生長と

年周リズムースギ，カラマツ，ケ

ヤキ，クヌギの幼齢期における伸長

生長

ロリグノセルロースのマイクロ波照

射（第3報）一マイクロ波加熱さ

れた生材および乾燥材チップの酵素

反応性

ロナミダタケに対する土壌処理用薬

剤の効力試験方法(1)－培養基の

選定ならびに数種薬剤の効力比較

ロインサイジング刃物の圧入力（第

1報）－オイスター型刃物による

インサイジング

＜資料＞

口三つ塚古職より出土した「修羅」

の使用樹種

ロコンピューターによる材鑑管理シ

ステムの開発
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森林．林業の活性化と木材需要の

拡大について超党派で取り組もうと

国会議員370名からなる議員連盟が

発足した。

会長には丹羽兵助（自民)’会長

代行には広瀬秀吉（社会)’事務局

長には稲富稜人（民社）が選ばれ

た。

総会では，世話人を代表して羽田

孜（自民）が本会の趣旨等の報告が

あり，丹羽会長は「各党みんなで力

を合わせて会を運営していただくよ

う協力願いたい」と挨拶，次いで稲

富事務局長は「国会のなかで，これ

ほど多数の議員が参加している超党

派の議員連盟はほかにはない。十分

な成果を収めるような活動をしてい

きたい」と挨拶。一方，民間団体の

「木材需要拡大協議会」を代表して

緑川全木連会長が「森林．林業の克

農林鵜

超党派の｢林活推進議員連盟｣発足，

また｢緑の文明学会｣も発足
高密度管理社会の進展や国民の余

暇時間の増大などに伴い，心身の安

定やリフレッシュを「森林浴」に求

めるなど，森林に対する国民のニー

ズもますます多様化，高度化してい

る。

また，本年は地球的規模で減少す

る森林に歯止めをかけようと「国際

森林年」となっている。

一方，林業・林産業の現状は，こ

れまでの努力により人工造林地1千

万haを達成したものの成林に必要な

間伐の実行も不十分なものとなって

いる。また,59年度の住宅着工の木

造率も50影を割り込むなど木材需

要も後退するなど，戦後，最大にし

て最長の不況にある。

このようななかで，去る3月には

「21世紀の森林づくり委員会」（座

長･水上達三）が発足，森林の造成。

維持について民間の関与方策につい

て検討作業が続けられているが，一

方,4月26日には「林活推進議員連

盟｣,4月30日には「緑の文明学会」

がそれぞれ発足した。

○林活推進議員連盟（森林・林業・

林産業活性化推進議員連盟）につい

一一＝＝一一錘1－－-二全窪士¥可声電一癖 ″率澤ー－．頭~一一一一一一三画…一一ご～？…1
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1985年は国際森林年

世界の森林資源の現況と将来予測

日＊･オーストラリア．

世界の森林面潰は，陸地の5分の

1に当たる25億6千万haに及んで

おり，ソ連，北米等の先進地域に約

6割，南米，アフリカ等の開発途上

地域に約4割が分布している。

近年，開発途上地域では，爆発的

な人口の増加に対応した食綴雄産の

ための無秩序な焼畑移動耕作や薪炭

材の採取が行われており，今後20

年間に開発途上地域の森林面積の約

4割に相当する4億4千万haが消滅

すると予測されている。また，ヨー

ロッパ等の先進地域においても，亜

硫酸ガス等による大気汚染やこれに

汚染された雨（酸性雨）による森林

への被害が顕在化している。

このような森林資源の減少や質的

森林面糖
ニュージーランド

派
二H
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米国政府特別調査報告「西暦2000年の地球」(1980年）
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服に向けて百万人の味方を得た」

と挨拶した。
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○緑の文明学会について

‘，病める地球”の問題点を究明

し，自然との共存を求める「緑の

文明学会」が発足した。会長には

茅誠司（元東大学長)，副会長に

筒井辿夫（東大教授）を，顧問に

は荒垣秀雄（自然保護協会会長)，

伊藤牧夫（朝日新聞社専獅，大

石武一（緑の地球防衛基金会長）

等を選んだ。

総会では「森林破壊と砂漠化，

環境汚染の現状を放置できない。

文明の母である森林を再生し，地

球の生態系を守ることが急務であ

る」とその推進にあたることを申

し合わせた。
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総カラマツ造りの草津町区民会館（大広間）

言林政拾遣抄

言カラマツ材の工の
＝

三カラマツ材を使った建築や家具を
＝

冒目にすることが多くなった。まだ試
＝

舅作品か展示品にすぎないものもある
三

言が，少しずつ本格化しているのが鍍
＝

言近である。この欄でも一度取り上げ
昌

呈たことがあったが（昭和58年12月
＝

三号)，先日，前橋営林局草津営林悪
三

三を訪れたときに見聞した総カラマツ
三造りの建物について，いま一度ふれ
二

言ておきたい。
＝
＝

弓この建物は，草津町。南本町区民
＝島

冒会館(142'1'2)で，全館総草津カラ
ー

ニマッ造りとなっている。居間，大広
＝

冒間,台所に分かれ(写真は大広間の
＝

三一部)，昭和58年6月に完成した。
＝

三建てられてからすぐ，区民の公民館
冨

言活動に活用されている。
＝

＝

=このカラマツは，すべて地元産で
三

冒あることが自慢のひとつになってい
言,る。国有林も,60年生ぐらいのカラ
三i

言:マツ丸太を，公売または随契で地元
三・

弓に払い下げた。それらのカラマツ丸
三

弓太は，三方を落とし一方は丸身を残
＝l

冒して製材され，それを組み上げて平
冒屋のログハウスを造った（組み方は
＝

言図に示した。株材新聞,昭和59年9
＝

昌月4日版)。
＝：

/－0－~、 区民会館カラマツロ
グハウスの継ぎ方：

丸太の三方を落とし
（製材）たものを職
む

１
１
１
Ｊ

、

ノ

、

l・唖q…砥画尭……－－も二一函…”、4

低下は，地球的規模で自然生態系等

の環境に影響を及ぼすことが憂慮さ

れており,FAO(国連食糧農業機

関）では，危機に瀕している森林資

源に対する国際的な関心を喚起させ

るため，1985年を｢国際森林年」と

し，森林の保護，育成について世界

各国の理解を促すこととなった。

高度な林業技術を有するわが国と

しては，こうした国際情勢に対応

し，「国際森林年記念の森」の造成

や「国際森林年グリーンフェスティ

バル」の開催等に積極的に取り組ん

でいくこととしている。また，同時

に国際森林年を契機として，広く国

民の理解と協力の下に,21世紀のわ

が国経済社会にふさわしい森林・林

業と林業が主として営まれている山

村の振興策をこれまで以上に積極的

に推進していくことが重要となって

いる。

『‐＝誤“01凸－－，審肉声・秀一毎s厚・耳▲手､..－1

～一－一一

建築費は1,200万円で,1nf当た

り8．5万円と割安であった。カラマ

ツ特有の「ねじれ」に対しては，ホ

ゾを深くし，きつくしめるなどの工

夫もこらされた。草津地方の民家で

は，現在も梁，土台，小屋組み，羽

柄にカラマツを使っている例が多

く，昔からカラマツ材の利用には慣

れていた。この古くからの技能が生

かされたのである。

しかし現在ではカラマツを使いこ

なせる職人も少なくなってきたとい

う。金具をふんだんに使い，ホゾを

浅く掘ることになじんだ大工には，

カラマツは狂いやすい，建築には適

さない材と受け取っても当然であ

る。カラマツに適した工法に習熟す

ることが，カラマツ材利用拡大への

近道であろう。（筒井辿夫）
三 一
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う入側縁（内縁）があり，さらに，

その外には障子と雨戸を境にして，

外縁（ヒエンとも呼ぶ）が設けてあ

る。このような縁の柵造の原型は，

古く「寝殿造り」にあるといわれて

いる。

広縁は，室との境に盲敷居（角材

を敷き境を示したもの）があるだけ

で，障子等の間仕切りはなく，全く

室内と同一居住空間になっており，

広縁の外の外縁は，広縁との境の3

本引きの歎居に立てられた1枚の障

子と2枚の雨戸によって広縁と仕切

られている。そして，外縁は建物に

沿って長く続き，表間口の4分の3

の長さがあり，さらに右手妻側に曲

がって鉤の手状になった吹き放ちの

濡れ縁である。

｢美しい縁側」
左手の入口から中に入ると，土間が

あり土間の奥は一段高く板張の台所

になって，土間との境に「かまど」

が造られてある。土間の右手は，横

一列に居間，下座敷，上座敵と室が

続き，室はすべて板張で，居間と

下座敷の中央には囲炉製を切ってあ

る。これらの室に沿って，家の表
ひろえん

側に広縁（ソトハラとも呼ぶ）とい

縁側は，日本建築の特徴的櫛造で

あるが，豊中市服部緑地の日本民家

集落博物館に移築されてある旧椎莱

鉄造氏宅（元，宮崎県椎葉村に所
I劫､えん

在・写真参照）の外縁は，みごとに

建築造形の美しさを現している。

この旧椎葉宅は，間口が約11間

で奥行が約4間半の長方形平面であ

り，「竿家造り」と呼ばれる形式の

建築である。屋内は，家に向かって
q…ｰ＝之

外縁のイメージ

建築設計家滝沢隣

醗無断利用）

宇江さんとはまだお会いしたこと

がないが，屋久島の山里に住む者と
ひと

して他人事ならず『山の木のひとり

ごと』を読んだ。

この本は，題名が示すとおりに，

山に住み山で仕事を続けてきた一人

の山ぴとの静かなつぶやきである

が，そのつぶやきは主として二つの

音色に調和されていることがわか

る。

その一つは，そこに著者が生まれ

育った山としての世界が，日々，年

年に失われて行くことへの，まこと

に深い哀惜である。その哀惜が，単

なる郷愁や感傷性と遠く隔たってい

るのは，宇江さんが，世界を山とし

て見る体の眼と心の眼の双方を備え

ているからである。多くの人々は，

世界を文明として，あるいは都市と

して眺めている。それらの人々は，

そこにわけもなく真理を見ているか

らである。宇江さんが，世界を山と

して見ているということは，山に真

理があることを，宇江さんがよく承

知しているということである。

山は，むろん水源かん謎の場であ

り，木材の生育の場として大切であ

るが，それらのことと山に真理があ

ることとは大いに異なる。山に在る

ものは，価値としての真理よりさら

に深い，存在の真理とも呼ぶべき性

質のものである。

文明や都市に眼を奪われている人

人は，そのことを知らず，知らぬう

ちに世界としての山，あるいは山と

しての世界を忘れ去ろうとしてい

る。世界（真理）は，人をとおして

始めて現れるものであるゆえに，人

人がそれを忘れ去れば，人々ととも

に失われてゆくものである。字江さ

んの深い哀惜は，そこに根づきそれ

を知っている者の歯がみ，である。

著勝敏
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醐
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山の木の

ひとりごと

新宿書房

〒102束京都千代田区九段浦4-6-13-702

("03-263-261の

昭和59年7月15日発行
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広縁は，主として当家で神楽が

催される際に，集まる人たちの中

で家格の高い者の席とするため設

けられたと説明されており，外縁

の職能は，普通の縁側と同じで，

屋内と屋外の緩衝空間として外気

を和らげ屋内に取り込み，また，

屋外の雰囲気を屋内に連続させる

役割を持っているが，農山村で

は，家内作業，農作業の場所とな

り，また農作物の乾燥場所とな

り，近隣の人たちとの交際や家族

の憩いの場所ともなる多用性をも

持っている。

この旧椎葉宅は，平屋建の茅葺

き寄棟造りであるが，棟は高く，

大きな屋根の軒先は外縁より張り

出して深々と住居を覆っているよ

うである。これに加えて，表の大

半を占める外縁が，内側の障子，

雨戸とともに造る盤然とした造形

により，全休の景観を誠に堂々端

然たる建築美に造り上げているの

である。

『山の木のひとりごと』を流れて

いるもう一つの音色は，いやおうな

しに山としての世界が失われていく

のであれば，今はまだそこに残され

ている真理を書き記しておかねばな

らぬ，とする民俗学的な情熱であ

る。しかしながら，宇江さんはむろ

ん民俗学者ではなく，これまでの常

識からすれば民俗学の対象にされる

側の人である。そういう人が，自己

の真理に促がされて，自己としての

民俗学的情熱を傾けるとき，そこに

言葉の本当の意味での「常民」の世

界が|州ける。柳剛国男は，学の世界

で大きな足跡を残し，わけても「常

民」という言葉を残したが，ついに

その常民にはなれなかった。その意

味では『山の木のひとりごと』は，

新たな民俗学的展開への無言の挑戦

ともいえる内容をも秘めた力強い本

である。（勝人・山尾三省）
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｢村おこしと地域林業」

最近あちこちの市町村で村おこし

述勤が盛んである。一村一品などそ

の村特有の産物をつくり，それを起

爆にして産業振興を図ろうとするも

のである。依然として農山村のおか

れている状況はそれほど厳しいので

ある。

この村おこし運動は，つきつめれ

ば，腿山村の産業構造そのものを時

代や国民のニーズに即した新たな構

造へと再編していこうとする動きに

ほかならない。これは，従来のよう

な上からの縦割りの諸施策を重ね合

わせた，いわばホッチキス方式では

農山村の産業振興に限界があるとい

うことでもあろう。

ところで，この村おこしに林業は

どのようにかかわり，かかわってき

たのだろう。かつて，林業は腿山村

での重要な産業であり，複合経営体

である農家林家の経営部門の中でも

重要な位置を占めていた。が，現在

ではその地盤沈下は著しい。そもそ

も村おこし運動が行われねばならな

い原因のひとつは，この林業の不振

がある。営々と育ててきた人工林は

間伐期を迎えるが，間伐材は金にな

らない。しかもまだ投資を要求す

る。これは図体は大きくなったが，

就職もしないでブラブラしている不

肖息子のようだ。このままでは村お

こしの役に立つどころか足さえ引っ

ぱりかねないのである。

なぜこのようなことになったの

か。もちろん，わが国の経済の著し

い発展と文化，価値感の変化が林業

という産業を国民から遠ざけたこと

が大きく影鞠していよう。が，その

一方で林業は腱山村等の地域社会の

なかで営まれているにもかかわら

ず，農業などの他の産業とかかわり

なしに独自の途を歩きすぎたという

ことに反省すべき点がないとはいえ

ないと思う。つまり，スギ，ヒノキ

の画一的な山づくりにより村おこし

に必要な森林の諸資源と農業等との

有機的結合等の可能性を著しくせば

強てしまったのである。

今後，林業が村おこしの輪のなか

で機能していくには，農山村全体と

してのアウト・プットを極大化する

うえで森林・林業がどのような位置

を占めるべきかを見定めたうえで，

採用すべき施業体系を選択していく

ことが必要となろう。そのことによ

って，地域の特性に立脚した特色の

あるいわゆる地域林業の形成が真に

図りうるものと考えられる。

（偏奇木）

(この柵は綱災蚕員が担当しています）

林業技術No.5191985.6
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パルプセメント板の硬化不良と

その対策

永大産業木谷良明

木材工業No.458

1985年5月p.19～23

パルプセメント板は「防火板」と

して製造されたものであるが,40年

代に入って内装用防火建材として急

速に生産が伸びてきた。しかし，そ

の品質はばらつきが大きく，製造技

術は必ずしも確立されたとはいえな

い。パルプの種類によっては，セメ

ンI､の硬化不良が発生する場合があ

り，これが品質のばらつきの一つの

要因となっている。そこで，パルプ

セメント板の硬化不良を改善する方

法として，セメントと硬化剤の種

類，添加率，添加時期について検討

し，次のような結果を得た。

(1)セメントペースト（セメントに

対し5～6％以上のパルプあるいは

セルローズ粉末の配合）は，養生し

ても十分に硬化しない。

(2)パルプセメント板の硬化不良

は，ケイ酸ソーダの添加によって改

善でき，原料に対して1～2％の添

加率で曲げ強さが最大となる。

(3)水和水率（製品歩留りから計

算）はパルプセメント板の強度が大

きいほど高く，セメントの硬化不

良，強度予測の指標となる。

変成岩地帯地すべり地のアンカ

ーエの一例

長野・下伊那地方事務所池内政光

林業技術No.5191985.6

治山30－1

1985年4月p.11～13

施工地である舟久保地すべり地

は，すべり面深度は15～20m前後

であるが，それより深い部分まで蛇

紋岩強風化層が分布しており，アン

カーエを設計する場合には，定潜体

の安全性および経済性に問題が生

じ，定着体に工夫が必要となってく

る。そこで，従来方式とは異なる新

しいアンカーエを開発し，本地すべ

り地で設計・施工をしたので，その

経過・施工の方法等について報告さ

れている。

改善の主要点は，

(1)定着体は,SSL－70型アン

カーの2連式とする，(2)基岩内埋設

深痩を確保するため，パッカーを使

用する,I3)掘削方法は，クロスビッ

トまたはエアーハンマーとケーシン

グの同時掘削とする，(4)下側の定蒲

体をケーシングにひっかかりやすく

するための工夫が必要である。

アンカーエが不向きとされていた

風化蛇紋岩地帯の地すべり地でも，

この方法によって，地すべり抑止に

必要なアンカー引張り力を確保でき

る。

間伐材を利用した木製横断溝に

ついて

松本営林署百瀬亘ほか

機械化林業No.377

1985年4月P.36～41

林道の路面洗掘を防止するには，

排水を良くし水から守ることであ

り，コンクリート製グレーチング機

断溝が広く用いられてきた。しか

し，これは高価であり，また，重機

により破損されやすい。そこで，経

済的事情を考慮し，また間伐材の需

要拡大に応えて，間伐材を利用した

木製横断溝を開発した。

鉄製枠に間伐材末口10cm,太鼓

落としの皮むきした材を2段，10

cm角材を2段重ねて，蓋は10cm

角，長さ50cmの材を落とし込みに

したものである。鉄製枠は等辺山形

鋼幅5cm厚さ6mmのもので，

溶接により製作した。横断溝の長さ

4mの場合は4個,51nの場合は5

個,6mの場合は6個使用する。経

費は半分以下ですみ，水吐けもよ

く，常時流水箇所は，吐口側50mn

程度現地で採取できる平石を並べる

ことによって，洗掘防止ができる。

ササの開花結実と野ねずみ・林

木被害

林試・北海道支場中津篇

北方林業37－5

1985年5月p.121～|124

これまでわが国で史実に明らかに

されたササの開花結実と野ねずみの

大発生例，特に林木を加害する野ね

ずみを中心に林木被害の観点から，

これらの関係を考察している。

記録順に，8つの事例について，

開花結実年，開花場所，ササの種

類，被害状況について具体的に述べ



ている。ササの開花結実は，野ねず

みの大発生を引き起こす重要な要因

と考えられる。ササの開花が事前に

予知でき，また野ねずみの生息数調

査が徹底しておれば，両者の因果関

係を知ることができよう。しかし，

両者の間には必ずしも一定の関連が

あるとは限らず，まだ未知の部分が

多い。総合的な解析を行う必要があ

る。

カラマツ・ヒノキの二段林施業

上田営林署黒沢孟志ほか

スリーエムマガジンNo.290

1985年5月p.18～20

対象地は，降水量は年間1,000

mm以下の乾燥型，冷温型気象条件

下にあり，火山灰土が多いことから

古くからカラマツが造林されてき

た。48年に31年生のカラマツ人工

林を交互帯状伐採（4～6列）を行

い，その跡地へヒノキを植栽し二段

林を造成した。生育も良好であり，

その施業経過を述べている。

現在12年生のヒノキについてみ

るに，上長成長は4.9m(対照区，

3.1'n),肥大成長は6.6cm(同3.3

cm)と良く，気象害は37%(同50

％）であり，葉色は濃緑色（同茶褐

色）であるなど，カラマツの上層木

がヒノキの幼齢木の生長に良い環境

を与えたとみられる。カラマツを主

伐した後は，収益性の高いヒノキ複

圃休化（天然更新または補植）を図

ってゆく方針である。

ブナ用材林の仕立て方

日大農片岡寛純

山林No.1212

1985年5月p.10～17

ブナ林施業での更新方法は天然下

種更新に固執する風潮が強いが，現

段階では天然下種更新によって高品

質材の生産を前提とする用材林を仕

立てるのは不利であり，植樹造林に

よらざるをえない，としている。

以下，天然下種更新によって用材

林を仕立てることが不利である理由

を述べ，ついで植樹造林による用材

林の仕立て方について述べている。

天然下極更新による場合，全面更新

に準じた方法，すなわち先行地栫え

を伴う前更皆伐天然下種更新を実施

しなければならない。しかし，先行

地捕えに対する投資ができないし，

伐出作業が困難であり，現段|階では

無理であるとの観点から，以下植樹

造林方法について具体的に述べてい

る。

はたして生物的防除は可能か

－松くい虫に関する最近の研

究

編集部児島裕

林業新知識No.379

1985年6月p.12～15

マツノ･ザイセンチュウによる松く

い虫被害防除方法として，薬剤散布

などは環境上問題となっており，生

物的な防除方法が注目されている。

そこで，2つの方法が紹介されて
わかまつ

いる。和華松（タイワンクロマツと

日本のクロマツの掛合わせ）がマツ

ノザイセンチュウに対し抵抗性のあ

ることが認められた。このマツは材

としての利用は低いので，緑化樹と

して利用するのがよい。もう一つの

方法として，マツの誘導抵抗性（あ

らかじめ弱病原性のザイセンチュウ

を接種し抵抗力をつける）が紹介さ

れているが，有意な結果が得られて

いる。

スギ採種園の着花促進の実例

一山地造成採種園における

関西育種・四国支場

37
、

都築誠二郎ほか

林木の育種No.135

1985年4月p.8～12

山地に造成したスギ採種園で，54

年から3年間ジベレリン処理を行っ

て，スギ種子の生産量と品質を調べ

た結果を報告している。

ジベレリン(GA)100ppm水溶

液2“を，1本当たり1.5～2.0分

間（約0.“）散布した。

その結果,(1)GA,処理を行えば，

不作年でも並作に近い種子鼠が得ら

れる,(2)GA処理によって，処理ク

ローンまたは処理本数のすべてに着

果するとはかぎらない，(3)種子生産

費の節減を図るために，傾斜地では

山側の枝を着果枝として，また球果

採取と剪定整枝を兼ねて行うことが

望ましい。

「全天候型」経営への脱皮一

林業界で生き残るために

林業経営家伊藤信夫

林経協月報No｡284

1985年5月p.18|～33

混迷する現況と長期安定経営への

対応のために，その所有山林の施業

を「全天候型」に改めた。すなわ

ち，戦後一貫してとってきた単純な

40年輪伐の継続生産(一般材生産）

を改め，施薬の多角化・合理化を進

めるとともに経営の充実を図りたい

としている。

以下，林業経営の概要，施業計画

の変更，施肥試験林の指定，経営の

安定化方策への努力，地域と業界・

行政への提言などについて詳しく述

べている。

○陳野好之：東北地方における

マツ材線虫病一現状と問題点

林業試験場場報No.249

1985年4月p.1～4

林業技術No.5191985.6
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林 業関係行事一覧

6月

区分｜行事名
全国’第3回親と子の森林教室

主催団体・会場・行事内容等

全国森林組合連合会・埼玉県秩父郡。森林・林業について都市住

民の理解を得るため，森と緑を語る森林教室の開催，市民公募

林野庁・営林(支)局。緑のオーナー募集

林野庁・林業試験場。東京竹橋会館および農林水産省特別会議室，

民有林経営とその施業・森林資源の減少の著しい地域における森

林の造成と保全

事業推進協議会。満文，作文，図画の募集（発表10月）

日本デザイン学会・京王プラザホテル，エミネンスホール

日本デザイン学会・林野庁・通産省・文化庁後援。京王プラザホ

テルプラザナード

(財)日本自然保謹協会。秋田市文化会館

国際科学博協会，つく･ばエキスポセンター。筑波研究学園都市に

所在する教育，研究機関等が週替りで各々機関の研究内容を紹介

する

旭川，士別，朝日営林署・笹の平

釧路市公民館・釧路支庁・釧路署。ウッドクラフト・パネル展，

映画と講演の夕べ

釧路市公民館・釧路署，上尾幌国有林，森林浴と森のコンサート

講演，研究発表大会

林業公社・公社造林協識会，記念式典および祝賀会

期間

6.2

6.20～1～2カ月

6．10～6．15

〃 国有林の分収背林の募集

国際会議天然資源の開発利用に関す
る日米会議(UJNR)

２

【
月
ａ

ｎ
ソ
へ０

－
１
３

４
．
＆
ａ

記念論文等の蕊築

く木>と人間のかかわり

〈木>と人間のかかわり展

国際森林年

シンポジウム

展示会

ブナ・シンポジウム

つくばエキスポセンター

「林業試験場出展」

シンポジウム

その他

6．15～16

6．13～6．18

6月に|ﾕ旬

6.5難譲襄|蕊乎織のこ』“
〃 森林・林業体験

北海道木青連北海道大会

山形県公社造林10,OOOha達成記

念式典

新潟県環境緑化鮒習会

大阪府木材利用普及研修センター

開所式

福岡県第10回福岡県竹林品評会

6．9

6．7

6．18

新潟県緑推・笹神村五頭連峯少年自然の家

木材利用普及研修センター開所式と併せて，記念植樹等

6．28，29

6．8

竹林生産技術の改善および商品性の向上を図り，生産者の所得の

増大と竹産業の発展に寄与する

くじゅう観光連盟。大船山山頂で安全祈願等

県植樹祭の時に市町村の木または市町村の希望する木を，国際森

林年記念木として槻針する。国頭郡東村「村民の聯」会場

6月

本
拠 :|鵠鷆騏HM2

6．9

6．8

熊

沖

7 月

主催団体・会場・行事内容等

「社会の総合的発展における林業資源jをテーマに，メキシコシテ

ィーでlO日間にわたり鮒催

福島県郡山市。国土緑化推進委員会・福島県・県教瀞委貝会。全

国の緑の少年団の交流の場として森林学習，自然観察を行う

日林協。空中写真の基礎技術の修得。現地演習

都市部の小・中学校の児竃生徒とその父兄を対象に野外学習・森
林浴を行う

長野県・長野県緑の避金。国際森林年記念森林浴の開催

教職員に啓発し，児寵，生徒に波及させる

小・中学生を対象に，意見の交換，緑に関する学習会，自然との

ふれあい。キャンプファイアーによるコミニュケーション，「国

際森林年」についての理解とその意義

広島県・広島県緑推。広鳥県もみのき森林公園

柵
新
習
潟

長野県

京都府

和歌山県

広島県

林業技術No.5191985．6

第9回世界林業会議

緑の少年団金剛交流集会

空中写真セミナー

緑の学校

森林浴の開発

教職員研修｢みどりの教室」

都市と111村の緑の少年団交

流

緑の少年団の交流集会

6.29～7．12

１

哩
崎
月

●８

－
へ
８

０
８
－

３

乳
７

０７

7～8月（2回）

7～8月

7月

7月下旬
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区 分行事名

宮崎県みどりの少年団総合研修大

会

長野県全苗連関東ブロック大会

期間

7月下旬

7．16～17

主催団体・会場・行事内容等

みどりの少年団リーダーに国際森林年の意義を体得させ，さらに

みどりの少年団全員に伝達する

長野県山林種苗協同組合。関東9県下の全国山林種苗協同組合連

合会会員による造林・山林種苗関係馴雛振興のための諸施漿の提

案・決識等

北見市・北見営林支局。常呂郡端野町緋牛内国有林オホーツクの

森。森林浴と野草観察

帯広営林支局・上士幌署・林野弘済会滞広支部。上士幌署繍平国

有林。親と子の森林浴と森林教室

北見営林支局みどりの教室

辮広営林支局森林・林業体験

7．7

7月下旬～

8月~ド旬

国際森林年協賛記念

『少年・少女のための北海道グリーン・キャンプ』募集のお知らせ
く参加要項＞

○阿寒国立公園・屈斜路湖（弟子屈町）コース（6泊7日）
1HE150名7月27日(土)～8月2日（金）

（締切・7月10日）
2瑳100名8月3日(土)～8月9日（金）

（締切・7月17日）

旅行代金12歳未満･･75,000円，12歳以上･･･85,000円
○天塩・利尻烏コース（7泊8日）

200名7月31日(水)～8月7日(水）（締切・7月13日）
旅行代金12歳末櫛…75,000円,12歳以上･･･85,000円
○参加資絡･･…小学校1年生から中学3年生までの健康な男女
生徒○

○安全体制について．．…10～15名に1名の割でインストラクタ
ーが付きます。地元の病院とも緊密な連総をとり，24時間

体制を整えています。

○旅行の申込み･･…･所定の『参加申込“に記入，申込金20,000
円を添えて申し込んで下さい。残金は，出発日の20日前ま
でに掘り込んで下さい。（詳細については下記申込先ま
で)。

○申込先…･･･日本通運(株)東京航空支店（東京都千代田区外神
田3－12－9電話03-253-6821）

企画主催
後援

協力

旅行主＃＆

国際森林年事業推進協職会

林野庁・北海道・弟子屈町教育委員会・天塩町教
育委員会
筑波大学野外教育研究室・(財)農林漁業体験協会
日本通運(株)東京航空支店

1

国際森林年記念｢論文｣『作文｣｢図画｣募集のお知らせ
昨年11月30日，ローマで開催された第86回FAO(国連食腫農業機関）の理事
会において，「全世界で地球の緑の危機を自覚し，森林の保全と造成の運動を展開す
る」ことを基本理念として，1985年（昭和60年）を国際森林年として宣言いたしま
した。

わが国においても林野庁を中心として，国際森林年の趣旨を踏まえた各種記念事業
を実施することにしており，そのなかで記念論文等募集事業については，国際森林年’85七天地9つ(-こweししやり’べし'△"塾陰洞口渇祁へ守雰乗手･率wー 一v-v生，肖拝称'1小手
事業推進協議会の主催で実施することにしております。論文等の応募要領は次のとお国際森林年

君の未楽、蝿の地駅 りです。

記加,夏休みにおける林間学校や旅行の体験の中での森林と

募集作品の種類等のふれあいについて感性豊かなイメージで表現する。〔②
使用絵具等〕クレヨン，パステル，水彩絵具を使用。用紙(1)論文〔①鎗文のテーマ〕森林が人間に与える恩恵，

森林の適切な利用及びこの森林の維持造成のために必要なの規格は，縦51cm,横36cm(B3判）とする。〔③未発
表作品に限る〕〔④応募資格〕小学校，中学校，高等学校人間の働きかけ等について，「私達は，将来に向かって森

林をどのように考え，どのように扱っていくのか」を建設の児童，生徒
的な主張として論述する。〔②原稿枚数]400字詰原稿用2応募方法

（1）別紙に，題名，郵便番号，住所，氏名，年齢，職業（学紙10枚以上（縦軸〔③未発表作品に限る〕（応募資絡と
校名，学年）を明記して，作品に添付する。しての年齢制限はない）
（2）締め切り期日昭和60年9月10日（必着）(2)作文〔①作文のテーマ〕森林は，昔から人間の生活
（3）送り先〒102東京都千代田区六番町7環境に密接なかかわりを持っており，私達の周囲を見回わ

すと，木は姿，形を変えていたるところに使われている。日本林業技術協会内
国際森林年事業推進協議会事務局あてこのような「森林と私達の生活」のかかわり合いについ

て，自由な発想で作文としてとりまとめる。〔②原読枚数〕3審査，発表，表彰
審査は，昭和60年9月下旬に行い，入賞作品は10月開催400字詰原稿用紙3枚以上(縦書）〔③未発表作品に限る〕

〔④応募資格〕小学校，中学校，高等学校の児童，生徒 予定の森林・林業展の会場において表彰いたします。

主催国際森林年事業推進協議会(3)図画〔①表現テーマ〕植樹祭等の緑化行事への参

林難技術No.5191985.6
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会員の広場

国際植生学会日本大会の記事を読んで

Iはじめに

昭和59年8月1日から19日ま

で，国際植生学会日本大会が21カ

国約70名の参加者に，国内の学者，

専門家が加わって開かれた。

そして，「すべての緑の環境計画

は，植生学，動物生態学の専門家が

参加し，生態学的な提案が責任持っ

て実現されるような配慮が必要であ

る」という大会宣言が出されて華や

か癒聯を閉じたが，エコロジー緑化

（植生学的緑化法）の宣伝効果は十

分に果たされたかのようである。

しかし，この大会の参加学者の多

くは，野球でいえば，他のポジショ

ンの妨害になるような口出しが多す

ぎたと私は思う。

当時の朝日新聞の一連の記事によ

ると，それらの学者には専門外であ

る－わが国の古い伝統と歴史をも

つ造園緑化や緑化工に対し，勇み足

あるいは独断的発言があまりにも多

かったからである。

以下，幾つかの記事についての私

の所感を披歴し，この大会が私ども

に与えてくれた反省点について述べ

たい。

Ⅱ植生学的緑化と他の緑化との

違い

林業技術No.5191985.6

倉田益二郎

植生学者が最善と信じている植生

学的緑化は別表の緑化3型のうちの

単なる一つで，他の合理主義的緑化

（Ⅱ型)や調和主義的緑化(Ⅲ型)と

の間には大きな述いがある。

つまり，それぞれには古くからの

歴史，意義があり，適在適型で選択

される。したがって，ある政党，あ

る宗教支持者が，他を批難するよう

に，彼らが他の緑化方法を非難・排

撃したことは，今度の大会の品位・

権威を著しく落としたことになると

思う。

Ⅲ緑化工と植生学的緑化との

違い

私どもが専門とする「緑化工と

は，緑化が困難である場所，また

は，緑化が困難である時期に行う緑

化｣のことである（『緑化工技術』倉

田益二郎・調上出版)。

特色は，自然力および人為により

変形，または破壊された自然の復元

と維持・増進に役だつ森林，および

国土と環境保全のための緑化技術で

ある。

したがって，植生学的緑化を行お

うとする場合，そこが厳しい気候的

諸害や極めて不利な生物的条件，ま

たは，土地条件であるため，潜在植

生で早期緑化ができない場合には，

長年の経験から発達した「植生遷移

の理論と実際技術を導入し，やがて

は本来の植生に導く手法」である。

これには，従来の治山緑化，海岸

砂地造林，煙害裸地造林のほか，近

年の道路法面緑化，急斜岩石地・採

石裸地山の緑化や亜高山地帯の天然

林（特にブナ林）造成技術が含まれ

ている。

これに対し，「植生学的緑化とは

科学的処方せんに基づいて，その土

地に適した潜在植生を生かした緑化

技術」のようである。

ここで，違いの詳しい解説は省く

が，前者は動的あるいは実験的，現

実的緑化法であるのに対し，後者は

静的あるいは観察的，単絡的緑化法

と評することができよう。

両者間の著しい違いの例をあげる

と，植生学的緑化は導入する初期の

植物は人が決めるが，緑化工では，

世界的に先進諸国でそうであるよう

に，初めにおとり的に外来草を導入

し，その後，短期間に自然力による

郷土植物の侵入定着を図る点で大差

がある。

Ⅳ日本大会で参加者が示した

もの

1．自己中心的な発言

彼らはすべての緑の創造や維持の

根源は植生学にあり，他はすべてこ

れに従属するものと信じている。こ

のことは前掲した大会宣言に如実に

現れている。

2．まず植生図を作れが口ぐせだ

が

エレンベルグ会長は，「道路沿い

に，より自然に近い森を造るべき

だ。そのためにも植生図，生態学的

な立地図が不可欠になる」また,｢熱

帯多雨林を伐採する前に，植生的な
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緑化手法の基本三型（倉田） は問題だ」といい，「混植の必要を指

摘した」と何げなく記者は報じてい

るが，私どもは，ただあきれてもの

が言えない。

なぜなら，わが国ではマツ林への

肥料木混植の歴史は古く（1854から

現在)，今どきマツ林で混植されな

い緑化の例は百に一つもないと言っ

てよいほどだからである。

（『マツ林における肥料木混植の効

果』倉田益二郎，日本治山治水協会

発行，1955）

4．学者にしてはおそまつな発言

1）「スギの種子は至るところに

見つけるが，不思議なことに，こけ

の生えた場所や倒れた木，生きた幹

からしか芽が出ない」とか，「スギ

の伐採でできた空間に，また，陽樹

のスギが生え，スギの多い林を造り

あげてきた」と屋久島のスギ林につ

いて説明した学者があった。

「不思議なことに」と蹄きを率直

に表現されていることは好感が持て

るが，すでに，かなり知られていた

ことである。そして，数十年前から

は，その理由はほぼ解明され，もう

実用上天然林造成技術として取り入

れられている。

（緑化工と自然保謹の受けとめ方

…･･天然林の成立・維持・更新を中

心に，倉田益二郎，緑化工技術，

1978年。菌害回避更新説，日本林学

会誌，1924，倉田荻二郎)。

特に，スギ，エゾマツ，ヤマナラ

シのほか主要広葉樹として注目され

ているブナの天然林の造成・維持は

昭和46年から事業的に実施され(道

庁松前林務署他)，別に不思議とす

ることではない。

2）歴史的事実を無視するような

発言

ゼロからの創造も可能との太字入

林業技術No.5191985．6

’型｜工急鶏錆(翼)｜Ⅱ鳥懲濡(善） 剛蕊鱸錆(美）

各
型
間
の
比
較

研究が必要になる」あるいは「牛は

食べる草を求めて……荒廃させる。

ここでも，まず，植物生態学的研究

をしなければならない」などと言っ

ている。

ところがぅ彼は植生図や立地図を

どのように生かして，道路沿いによ

い林を造った体験があるというの

か。問題はその生かし方である。

世界のトップをいく草地造成およ

び緑化工技術を持つ優れた学者・研

究者や技術者がいる日本での発言は

もっと慎重になされるべきであろ

う。

3．飛砂地から人間は移住せよと

いう

ある学者は，「こうした砂防林の

群生に，砂丘はそのままの状態にし

たらどうか。砂が飛んで生活に困る

なら，人間が後退すればいい」と語

ったという。がむしゃらに自然のま

まが最良であると信じているとすれ

ば，驚きである。

また，「マツは競争力が弱く，節

二世代は生えてこないとみられる」

という学者もいた。わが国では藩政

時代から，海岸防風林に取り組んだ

歴史があり，また，現代に至って，

東海村，鳥取砂丘や庄内海岸の緑化

に，河III博士（元教育大),原博士

（元鳥取大)，その他による世界的

業績がある。海岸林造りを批判する

前に，心を|淵いて長年月にわたる関

係者の労苦と大きな成果を正当に評

価すべきではないだろうか。

このほか，エレンベルグ会長が，

「マツ類は大気汚染に敏感で……枯

れるおそれがある。マツだけの植林

適
用
地

効
用

自然公園地域

原生保全地域

保全地域

高・寒冷地域

厳正保全地域

水資源涜養

土地保全

保健休養

崩壊防止

鳥獣保護

大気浄化

騒音防止

林業地

山地

海岸

自然環境保全地域

道路周辺

各種防災林

水資源酒養

土地保全

保健休養

鳥獣保謹

大気浄化

木材生産

地
地
公
園

工場敷地

逆路付帯地

修景保持

保健休養
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りでの，次の記事がある。

「"エコロジー緑化”と呼ばれる新

しい手法で，．…･約7年|濁でタブ・

シイなどが森をつくるまでに育って

いる｣。「その土地に適した潜在植物

を生かしたもので，国際的な学会の

批判にも堪えられる森づくり」であ

るという。

また，さらに，「42年前に照葉樹

13,000本を植えて，今は立派にな

った池厩榊社（静岡県）の鎮守の森

を見た外国学者たちは感嘆した」と

の記事がある。

しかし，「国際的にも」などと過

分な評価をすると，日本造園学の大

斗，本多・上原両教授らによって，

大正4～9年まで（今から64年

前)，カシ・シイ・クスなどの常緑

広蕊樹（彼らのいう照葉樹）を主役

として造成された鎮守の森（明治*ll

宮）を無視しての手落ちになる。

それで，次の事実をお知らせして

おきたい。「明治神宮の森造成の記

録｣･……(上原林学博士，元高等造園

学校長，東京農大教授）によると，

「サカキとヒサカキ10,000本，カ

シ500本，クス1,000本，その他を

入れて総植栽木の本数は12万本で，

近代造園史上特筆すべき事項であ

る」と述べてある。

ともかく，国際植生学会学者たち

の発言であるからには，大学で諦義

されている程度の知識を不思議だと

雛いたり，知らずにいたではおそま

つすぎる。

特に，ゼロからの創造などと強洲

された緑化の例は，とりわけ珍しい

ことではなく，かなり古い時代から

の治山緑化はそうであり，また，近

代緑化工（昭和14年以降一今か

ら‘ﾙ1年前）での緑化は100％近く

がそうだからである。

林業技術No.5191985.6

3）独断と勇み足の会長発言

「マツが死んでいる。なぜですか」

とエレンベルグ会長の質問。これ

に，「害虫だろうということになっ

ている」と日本人学者｡会長は，「害

虫はどこにでもいるものです。根本

的には単に排気ガスで弱っているか

らです」と説明した。この言葉に対

し,朝日新聞の記者は,「エレンベル

グ教授は明快だ」とほめたたえた。

私は，終戦後のマツクイムシ被害

林発生の中心地である瀬戸内海のあ

る研究場に勤務していた。しかし，

この大被害地は海岸や交通不便な山

や島にあるマツ林である。とても，

この時代は排気ガスを出す車も工場

もない。まして，ガソリンもない地

方での出来事である。どうして，「排

気ガスで弱って．．…･」と明快に断言

するのであろう。

4）敬服すべき研究者たちの発言

何がなんでも，植生学的緑化オン

リーというのでなく，現場ごとに最

適な方法で緑化し，順次，法正な植

生遷移にもっていく手法をとる研究

的学者があった。うれしいことであ

る。

例えば，「スイスでは暖かい地方

ではクスノキ，カシ，ツバキを日本

から輸入して使っている」とクレッ

ツリ博士。

「いきなり木を植えるのでなく，

長い根を発達させる野生のムギ類を

使って，まず，砂の移動を止めるこ

とを今考えている。移動が止まれ

ば，必ず樹木が自然に育ってくるは

ずだ」とギリシアのラブレンテイァ

ーデス教授。

ちなみに，この手法でわが国で

は，はげ山，崩れ山，海岸砂地など

の緑化が,昭和14年から行われ(佐

藤博士・九州大名寄教授発明),その

後(昭和23年)から今日では，高速

道路，新幹線法面，採石跡裸山，そ

の他で前述の緑化工手法が実施され

ている。

なお，以上のほか，極めて重要な

発言をした学者をお知らせしておき

たい。というのは，「スイスは山と

緑の美しい国だといわれているが，

ほとんどの森林は，一度破壊され，

19世紀以降に再生したものだ」と

のクレッツリー博士の言葉である。

5）クレッツリー博士の言葉にち

なんで，私の補足

私の50年間に及ぷ研究や同学の

中平・大山両博士の研究などから，

さらに，日本および世界の美林成立

の実例から，次代の立派な森林が生

まれたことを学んだ。

つまり，「美林の成立は，うまく

破壊（いろいろな，小而稜的，また

は，大面積的な山地の鉱物質土の裸

出など）されてこそ可能なもの」な

のである。（詳しい学術的，実証的

説明は省く)。

このような確かな事実があるの

に，実験・実地経験がない植生学

者，造林技術者，林業林学者，そし

て直線的な自然保謹論者，文化人，

知識人のうちには，「森林は．切らず

に大切に保存（放置）しておくのが

最善」と信じている人があまりにも

多い。残念なことである。

なぜならば，現在の林を大切にし

すぎて，そのまま放侭しておくと，

人間で言えば繁殖力・生命力を失っ

た老人ばかりの森林になり，次代の

子や孫の木は育ってこないで，いわ

ゆるボケ老人林になって，ついには

森は消える心配があるからである。

Vおわりに

1．林業・林学人に望むこと

内外の植生学者たちが専門外であ
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ることを忘れて，造園・緑化および

緑化工技術やこれらに関する学術的

業談が，世界的にレベルの高いわが

国に，鳴り物入りで乗り込んで来て

の活躍ぶりは，いったいどうしたこ

とであろう。

でも，私は彼らをそう強く責める

ことはすまい。なぜなら，彼らのミ

スは専門外においてのことだからで

ある。それで，あれほど彼らをハッ

スルさせた原因は？そして，私ど

もはどう反省すべきか？が大切だと

思う。

まず，戦中・戦後のむちゃな大面

職皆伐主義と高度成長時代の企業的

乱伐主義による森林荒廃に対する反

省である。

それに，健全な森林復元のため全

力投球をすべきなのに，今になって

も，なお，明治以来ドイツから学ん

だオーソドックスな森林の維持・更

新技術と，古くから現代までに発達

した日本的民間林業技術に関する不

勉強さの反省である。今からでも遅

くないことに気付くことである。

2．次の日本大会および植生学者

に望むこと

まず，自説を主張し押し出す前

に，日本在来の，または現代の高度

な緑化技術を知ってもらいたい。

例えば，緑化には種々の型や手法

があることや，世界的高水準な緑化

工法が実施されていることについ

て，広い視野に立って澗査・討論

し，専門的植生学的な発言・助言を

願いたい。

また，とかく誤りやすい淵発や環

境汚染行為に対して，厳しい忠告や

助言を願いたい。

（蕊擬舗繊塞）

分収育林の推進について

－分収育林応募者へのアンケートを実施して－

小松弘之

1．はじめに

東京営林局河津営林署において

59年度初めて実施した分収育林で

は予想を上回る応募があった。この

ことは森林および国有林に対する国

民の関心の深いことがうかがえる。

今後の国有林野経営で収入確保等

を図るうえで分収育林の収入が相当

大きなウエイトを持つことになると

思われることから，今値1当署に応募

して下さった方々を対象にアンケー

ト洲査を実施して，その結果を参考

に今後の分収育林を実施していくう

えにどのような方法で進めていくこ

とが妓もよいか，を検討してみた。

なお，今回当署が実施した分収育

林と同時期に隣俊I1IJ.村の賀茂村でも

分収育林が実施されているのでその

内容を比較してみると次のような傾

向がみられた（表.1参照)。

当署が実施した分収育林と賀茂村

との大きな違いは，契約者に対する

特別優遇措置と，応募者の地域性の

相迷である。すなわち賀茂村の分収

青林契約者は特別村民に磁定され，

旅館，民宿等各種施設の利用の割

引，また特産物の無償配布および割

引有償配布等の優遇措撒が受けられ

るようになっている。次に応孫者の

地域性の相違をみると賀茂村の応募

者は，県内が42％と大きいのに対

し，河津署の県内応募者は6％と非

常に小さかった。これは，孫集方法

(PR)の違いではないだろうか。

賀茂村はパンフレット，に,コミに対

し，今回の国有林のPRは,テレビ，

新聞等が主で，地元河津署としては

特別なPRはしていないこと等から

表･1分収育林対比表

河津営林甥 彊茂村

而
林
伐
契
契
藤
特
応
競

駿
齢
齢
間
額
数
典
数
率

5．18ha

31年生

55年

25年

ID=50万門

23口

".2111a

l3～22年生

43～51年

30年

1口＝55万円

100口

特別村民に澱定

245口

2．45傭

剛

約
約
築

期
金
口

募口

争

85口

3.70倍

応募者地域別内

択

東京

神奈川

千葉

県内

埼玉

その他

計

人５
４
７
４
．
２
３
５

２
２
６

県内

神奈川

東京

千韮

埼玉

その他

計

97人

42

34

12

11

36

232

１
今
２
３
４
５

１
２
３
４
５
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会員の広場

間1分収育林の応募は何から知りましたか？
問3だれのための投資です

か？

子供，孫……･･････56％

自分･･･………･･･40%

その他……．．…･…4影

問2応募した目的は何ですか？

子供，孫へ夢を与えたい．…････…，

国土緑化に参加したい…･……･･･…

緑とのふれあいを大切にしたい．‐

財産利殖のため．．…･･･…･……･…

国有林野経営に参加協力したい・・

その他…･･･……･"･……････……･“

唖
蝿
鍛
畷
錨
甥

問41口当たりの応募価格と契約期間はどれくらいが

よいと思いますか？

推察される。

2．アンケートの実施結果

アンケート対象者は，当署の分収

育林応募者85人中65人を対象とし

た。

アンケートの回収は，48人で回

収率は73％である。

アンケートの内容は，17項目に

分けて実施しその中で特に参考とな

る項目について検討してみると，次

のようなことが推察される。

間1．分収育林の応募は何から知り

ましたか？

これについては，林野庁の発表に

よれば，テレビの影響力が最も大き

いとの結果が出ているが，当署のア

ンケート調査によれば新聞が最も多

く，その他でも雑誌から知ったと答

えた人が多く，活字のほうが後から

見直せ宣伝効果は高いと思われる。

そのため広い意味でのPRとして，

各会社等の社内報類を利用すること

はより効果的ではないかと思われ

る。

間2．応募した目的は？

間3．だれのための投資ですか？

これらの質問では将来，子供，孫

が大きくなったときの財産にと考え

林業技術No5191985.6

て応募したことがわかる。

問4．1口当たりの応募価格はどれ

くらいがよいか？

また1口当たりの契約期間は

どれくらいがよいか？

アンケートの回答は価格50万円，

期間20年が大部分であるが，期間

については,10年,30年の順とな

っており，このことから20年以下

の契約期間を望んでいる傾向がみら

れる。なお，林野庁の発表によれば

当局管内の応募口数も契約期間の短

いものが競争率が高いこともわか

る。

問5．河津営林署内の国有林に応課

した理由

分析すると「契約期間が短い」と

するものが最も多く，所在地の関係

では特に当署を指定した人は少な

い◎

このことは，当選者を「契約後現

地に行く予定があるかないか」のア

ンケー|､でも，行く予定が「ある」

59％，「ない」41％でこの結果から

も考えられる。つまり，応募者が応

募の段階で当署を選んだ理由の1つ

として喫約期間が短い｣，「東京近

郊は競争率が高く当選する可能性が

少ない｣，力ざポイントになったと思

われる。

問6．60年度の分収育林に応募し

ますか？

59年度当選者,落選者とも大部分

が応募したいと答えており，今後の

応募も増加していくと思われる。な

お，落選者に次回の俊先権を与えて

ほしいとする意見も多い。

間7．59年度当選者に契約後心配
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員の広場

問5河津営林署内の国有林に応募された理由は何

ですか？

契約期間が短いから･･･……････…････････････……･37％

蕊撤§競争率が高く当選する可能性が……28
どこでもよかった．……･-･･･…･…･･･………．．…13

観光地だから･･･…･･…･･…････．．…"…･………･”9

その他．…"．．････……･……",･･･……･…･……･13

計 100

問7契約後心配なことは何ですか？

将来の価絡の変動

･20年後の木材の市況はどうか。

･20年後に果たしていくら償還されるか具体的な確約が

ない。

・長期間の投盗に対してそれだけの価値があるか，また有

効に使われるかどうか未知（無知）である点。

保障の問題

・天災（地震ほか)，戦争，不慮の事故について。

・森林保険に加入はしているが虫害の場合はどうか。

・政変等で国有財産が没収されないか。

長期契約の不安

・契約年数が長いので役所の申し送りがうまくいくかどう

か。例えば，2～3年後に定年になった人が次の人にう

まく連絡がいくかどうか。

生育状況

・手入れが適期に本当に実施されるかどうか。

"660年度の分収育林に応募しますか？

ー

／
／
＝

①

I
〆

旦〆

51年度当選者（外側）

〃落選者（内側）

なことはありますか？

この質問では心配なことが｢ない」

76％，「ある」24％で心配なことが

「ない」と答えた人が多いのである

が，「ある」と答えたものは別掲の

ような事柄が聞かれた｡今後分収育

林を推進していくための貴重な意見

と思われる。このような不安を解消

させていくことが今後の契約を進め

るにあたり大切である。

3．調査結果の考察

以上のことから，今後の分収育林

を推進していくためには次のような

ことを考える必要があると思われ

る。

分収育林を1つの投資として考え

ている傾向があることから，応葬者

の期待にこたえられるような山の選

／
／
〆

／

定，山づくりを進めていく必要があ

ると考える。

また，分収育林はまだ始まったば

かりなのでまだ知らない人も多く，

よく理解していない人もいると思わ

れるので，体験林業や記念植樹等を

通して緑に親しんでもらい，森林・

林業を理解してもらうとともに，こ

れまで以上にマスコミを活用して分

収育林制度をPRしていくことが必

要と考える。

今までは林業関係者への応対が主

だったが，分収育林の導入によって

一般の国民にも今まで以上に応対し

なければならなくなった。「職員の

応対について」のアンケートで「要

領が悪いところがあったが親切」と

いう回答にもみられるように今後職

員ひとりひとりが分収育林制度を十

分理解して応対がスムーズに行える

よう努力する必要があると考える。

4．おわりに

今回の分収育林は初めての試みで

もあり今回のアンケート調査の結果

からも種々の問題点がうかがえる。

しかしながら，30年後の森林に大

きな期待を持って今回応募した人た

ちのためにも，これにこたえる山づ

くりに努力したいと思う。

（蕊篭霊鑿隊暑）
〔本稿は，昭和59年度東京営林局業務研

究発表会で発表され，日本林業技術協会

賞を受賞されました〕

林業技術No.5191985.6
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第31回林業技術賞・同努力賞・第18回林業技術奨励賞

および第31回林業技術コンテスト入賞者の発表

口第31回林業技術賞口青森営林局花巻営林署

「移動式製炭炉の考案」 原田寿郎・佐々木廣一

尾鷲ポートサーピス株式会社岡田良仁 「人工林ヒノキ葉枯らし材生産の考察」

（三重県支部推せん） 名古屋営林局新城営林署

口林業技術賞努力賞口中川元宏．大野裕康
滴能率苗木梱包機の|)'1発」「まき付機の|)M発とまき付作業の省力化について」

岩手県林木育種場氏家誠吾熊本営林局菊池営林署
（岩手県支部推せん）山村孝春．吉村道治．甲斐一明

「針葉樹材に適する食用きのこ類の栽培技術開発」＜林業技術協会賞＞
宮城県林業試験場佐藤末吉「集材線サポーI､用キャレジの考案」
（宮城県支部推せん）東京営林局甲府営林署

「林業経営のシステム・プログラムの開発」井出利松．梶原馨．安武美明
福岡県林業試験場福島敏彦「断熱資材利用による山元一時仮植の省,略」

（福岡県支部推せん） 帯広営林支局帯広営林署
「マイタケの菌床栽培技術」 大野泰男・土居職・安逮謎
会社役員石坂豪・農業藺坂恵一「苗畑作業機械（薬剤注入穴打機）の

（新潟県支部推せん） 試作について」

大阪営林局岡山営林署河端裕志
ロ第31回林業技術コンテストロ 「風致地区における施業体系

く林野庁長官賞＞－今後の施業について」
「新たな森林施業とダムへの北海道営林局定山渓営林署（現.同局計画課）

流水量の変化について」田尻明彦

以上のとおり決定し，5月30日開雌の粥40回総会席上で表彰式が行われました。なお『林業技術奨励

賞.！は該当ありませんでした。

協禽河弓f'ご.き
■■岳凸■ EO一

勺

◎常務理事会

昭和60年度第1回附務理珊会を，

次のとおり開催した。

期日：昭和60年5月16日（木）

場所：日林協5階会議室

出席者：猪野，梶山，宮下，湯

本，尾崎，栗原，神足，塩島，鈴

木，辻，中村，滑川，吉田，村松，

佐藤，（監事）光本，（願間）松井，

坂口，蓑輪，小畠，（参与）研究普

及課長，計画課長代理。：|･22名。

議事

猪野理事長より挨拶ののち，次の

事項について説明した。

1．第40回通漁総会提出議案に

ついて

◎森林（もり）の市開催さる

林野庁主催で昨年5月，新たな試

みとして,緑とのふれあい｢森胤の
布」が実施され好評を博したが，特

に，今年は国際森林年であることか
もり

ら，「国際森林年記念森林の市」と

して，5月18，19日代々木公園に

おいて盛大に開催された。本会もマ

イコンによる森林教室，空中写真の

実体視，ビデオ放映等のコーナーを

担当，参加した。

◎調査部関係業務

5月14日，札幌市農用地開発公

団北海道支社会議室において，宗谷

丘陵区域腿業開発事業防災計画調査

の第1回検討委員会を開催した。

◎調査研究部関係業務

5月14日，東京農林年金会館に

おいて，水源地問題研究会を開催し

た。

◎お知らせ

昭和60年5月30日開催の第40

回通常総会において，会費が次のと

おり改定されましたのでよろしくお

願いします。

普通会員……･年額3,500円

学生会員……年額2,500円

外国会員……普通会員の会費プラ

ス送料

(注）1．特別会員（甲種，乙種)，

個人終身会員の会費は，据

置きです。

2．学生会員が卒業後引き続

き普通会員となる場合に

は，記念品を贈呈する。

昭和60年6月10日発行
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ブラニクス7Pは、プリンタ機構の搭載により、従来のプラニメーターの限界を超えた測定データの
信頼性、応用性を獲得した革新的な新製品です。

測定データからu間違い"を追放 新たに記録データを作る必要がない

測定作業におけるr見間違い｣､｢誤き違い｣､｢計算違い｣は、
必ず起きる問題です。PLANIX7Pは測定結果はもち

ろん、測定経過もプリントアウトされますので、常に再

確認しながらの測定作業が行え、でき上った測定データ

の信頼性は非常に高くなりました。

測定する面磯が多ければ、それだけ記録データを作る作

業は大変になります。PLANIX7Pは､イニシャル番号

の設定も行えるので、プリントアウトされたデータは、

そのまま記録データとして使用できますので、大幅な合
理化を図れます。

電卓機能により測定値の応用が簡単先進技術がローｺｽﾄを実現

士憲計算などにおいて、測定した面積から体種を求める

場合など､PLANIx7Pの電卓機能を使えば､作業を中

断することなく簡単に四則計算に移行できます。

世界で最初のブラニメータ専用LSIを開発したスタッフ

が、￥98.500(専用プラスチック収納ケース､ACチヤー

ジヤー､用紙3本付)のローコストでハイパフォーマンス

を実現しました。
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先進技術から生まれた高機能

■小型・高性能プリンタ峨柵が、大切なデータを
記録・保存し、イニシャル番号の入力によりデータ
の整理も行えます。

■ドーナツ面積の測定が簡単に行えるマイナス面稿
測定機能

■測定結果を四則計算に移行できる電卓機能

■コードレス・コンパクト設計やワンタッチ弧O''セ
ット機能による抜群の操作性

■単位や縮尺のわずらわしい計鯨は一切不要

■メートル系cm2､m2､kma､インチ系ina,ft2､acre
の盤冨な選択単位とパルスカウントモード

■測定値オーバーフローも上位単位へ自動シフト
■測定棡度を高める自動卿出の平均値測定が可能

ブラニクス7P¥98,500

(専用プラスチック収輪ケース、
ACアダプター、用娠3本1寸）

屋霊

g~UAM/AMA
●カタログ･資料酬求は．
当社まで'､ガキか芯話にてご述絡〈だ鄙も

夕マヤテクニクコ慌式会は
〒146粟京都大田区;也上2-14-7TEL､037523211㈹FAX､037523218
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2世界の森林森林と水8木材はこう使われる
気候と森林のすが這木を使うくらし木材を使うときの知恵

世界の森林資源いろいろの産物木材とわかる使われ方

くらしの環境を守る木材には見えないような製品3森林のなりたち
森林を歩く楽しみ資源を大切に木の種類と形

森林になるまで6森林の育て方9森林に親しむ
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